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１．はじめに 

 東日本大震災で発生した地震・津波は、下水道施設が過

去に経験したことのない広域で、甚大な被害をもたらした。

管路施設被害は、675kmにのぼり、震源が近く大きな地震動

を受けた東北地方では、管路施設の埋戻し土の液状化によ

る被害が多発した。 

東日本大震災で被災した地域を対象として、管きょの被

害原因について調査した結果 1)、図１に示す通り、管きょ

の埋戻し土の液状化が被害全体の約 7 割を占めており、液

状化現象に対する管きょの脆弱性が露見するとともに、液

状化対策のさらなる促進の必要性を認識した。 

現在、下水道施設の耐震対策指針と解説 ２）（以下，耐

震指針）には、埋戻し土の液状化対策（図２）として３

つの施工方法が示されている。東日本大震災後に液状化

対策効果の事例調査を実施したところ、埋戻し土の締固

めにより施工された場所での被害事例は確認されなかっ

たものの、東日本大震災後に設置された下水道地震・津

波対策技術検討委員会では、埋戻し作業の施工管理が難

しく、土質により所定の締固め度が確保できない例がある等の指摘があった。このことから国総研では、一層の

液状化対策の促進に向け、管路施設の液状化対策の一つである埋戻し土の締固め工法を対象として、詳細な施工

管理方法に関する検討を行った。 

２．下水道管路施設の埋戻し土の締固め実験 

２．１ 実験目的 

一般に土の締固め度は、含水比、土質、締固めエネルギーなど様々な条件で変化する 3)。また、下水道管路施設

は、掘削幅の狭く深い空間に布設するため、転圧機械の制約や矢板引き抜きの影響、施工時間の制約など、締固

めの品質に影響を及ぼす条件によっても得られる締固め度が変化する。そこで、下水道管路施設の埋戻し土の締

固めに適した合理的な施工方法及び品質管理方法を検討することを目的とした実験を実施した。 

２．２ 実験内容 

埋戻し土の締固め工法の施工品質に影響があると考えられる管基礎部と埋戻し部の巻出し厚（砂を層状に敷き

広げた時の厚さ）、転圧機械及び器具を変えて表１に示す 6ケースの実験を行った。ケース①、②は、巻出し厚を

薄くし施工を行った場合を想定し、管基礎部は木だこを用いた巻出し厚 10cmでの転圧、埋戻し部はプレートコン

パクターを用いた巻出し厚 10cmでの転圧とした。なお、ケース②は機械転圧の開始位置を管頂から 10cmとした。 

図2 埋戻し土の液状化対策と概念図 

 

図1 管きょの被害原因 
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ケース③、④は、管基礎部の巻出し厚を S53年

事務連絡 4)に記載されている最大の厚さである

30cmとし、ケース④の埋戻し部の巻出し厚は 30cm

とした。 

ケース⑤は、転圧時間を管理して実験した。転

圧時間は、下水道管路施設の設計の積算歩掛と一

般的な施工時の日進量から転圧時間を一層当たり

15分として施工した。 

ケース⑥は、転圧機械・器具ごとに、所定の締

固め度が得られる巻出し厚、転圧回数を事前の試

験施工で決定した後、本実験を行った。 

２．３ 実験フィールド 

本実験は、国総研の屋外実験場にて行った。実

験は、延長 6.0m、深さ 2.0m、幅は実験条件に応じ

1.1m又は 1.5mで掘削を行い（図３）、φ200mmの

塩化ビニル管にφ300 の小型マンホールを接続し

た模擬管きょを設置した。土留め壁には軽量矢板

を設置し、地表から 1ｍまで埋戻しが完了した段

階で引き抜いた。なお実験場は、掘削深さ 2ｍで

は、地下水位がない状態であった。 

また、ケース⑥の試験施工は、延長 2ｍ、幅 1.8

ｍ、深さ 0.6ｍの掘削断面で実施した（図４）。 

２．４ 埋戻し土の条件 

本実験では、国総研近傍の砂採り場より購入し

た土（砂質系土質）を埋戻し土として使用した。

表２に示す最大乾燥密度ρdmax、最適含水比Ｗopt

は、突固めによる土の締固め試験（JIS A1210）に

より算出した。 

 実験時の含水比は自然含水比とし、ケース①、

ケース②では、前日の降雪の影響で含水率が大き 

く、ケース③～⑥は最適含水比に近い値であった。 

２．５ 転圧機械・器具 

本実験では、下水道管路施設の埋設工事に使用される小型転圧機械及び木だこを用いた。実験に用いた機械及

び器具は下記の通りである。 

(1)木だこ 

 木材を用いた締固めに用いる木製の道具。丸太や角材に取っ手を付けたものである。本実験では、9cm×9cmの

角材を用いた重さ 3.9kgの木だこを用いた。 

(2)プレートコンパクター 

 平板の上にエンジンと 1軸の起振体を装備した締固め機械で、自重と起振体の振動力により締固めを行うもの

である。本実験では、52cm×35cmの平板、重量 60kg、振動数 100Hzのプレートコンパクターを用いた。 

表1 実験ケース 

 

図3 施工断面図 

 

図4 試験施工断面図 

 
表2 埋戻し材料の物性 
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(3)ランマー 

エンジンの回転力をクランクで上下運動に変換し、

スプリングを介してプレートに伝達して締固めを行

うものである。本実験では、26.5cm×34cmの衝撃板、

重量 62kg、衝撃回数 10.7～11.6Hzのランマ―を用

いた。 

２．６ 測定項目 

 本実験では、各ケースにおける深さ方向の締固め

度について、常用されている砂置換法（JIS A 1241）

に加え、RI計器による土の密度試験方法により確認

した。RI計器は、放射性同位体を利用して土の湿潤

密度を測定する測定器であり、短時間の測定で結果

が得られること、測定者の個人差が少ないこと、非

破壊の測定方法であるため同一箇所で繰り返し測定

が可能なことなどの特色を有している 5）。図５にそ

れぞれの測定箇所を示す。 

また試験施工は、使用転圧機械及び器具ごとに実

施し、1回転圧するごとに締固め度（RI計器）を測

定し、締固め度が 90％を超えた場合にさらに別の箇所で締固め度を測定し、2回連続して締固め度 90％を超えた

転圧回数を施工時に採用した。また、確認のため転圧回数決定後、砂置換法による締固め度の確認を行った。 

２．７ 実験結果及び考察 

(1)ケースごとの締固め度 

本実験における砂置換法の締固め度測定結果を表３に示す。ケース①②では、締固め度 90％以上を達成したが、

ケース③及び，ケース④の管側部では、締固め度 90％を達成できなかった。 

締固め時間で管理したケース⑤、及び試験施工により転圧回数を決定したケース⑥では、全ての深さで締固め

度 90％を満足した。また、GL-1mでは、ケース⑥が他のケースに比べ大きな締固め度が得られた他、すべてのケ

ースにおいて GL-1.8ｍの管側部は埋戻し部よりも締固め度が低くなった。 

(2)締固め度 90％確保に必要な条件 

ケース③，④について、プレートコンパクターによる転圧では、締固め度 90％を達成したが、木だこを用いた

管側部（巻出し厚 30cm）では、締固め度 90％を得られなかった。これは、木だこの締固めエネルギーが小さいた

めであるが、ケース①②のように巻出し厚を 10cmとすることで締固め度 90％を達成できた。 

ケース⑤では、ケース①②よりも転圧回数が多く巻出し厚が薄いことから締固め度 90％を達成できたものと考

えられる。 

ケース⑥では、試験施工により締固め度 90％を達成可能な転圧回数や巻出し厚を設定しているため、締固め度

90％を達成できたものと考えられる。これらの実験結果に基づき、締固め度 90％を達成するために必要な因子を

整理すると、転圧機械、巻出し厚、転圧回数となる。 

現場管理の容易性を考慮すると、土質に応じた転圧機械の選定と、機械毎の最適な巻出し厚及び転圧回数の設

定が、締固めの管理には重要であると考えられる。 

(3)RI計器による狭隘部の締固め度の品質管理 

砂置換法は室内試験が必要なため、結果が判明するまでに時間を要する。時間的制約が大きい下水道管路施設

測定箇所 

図5 砂置換法とRI計器による締固め度測定箇所 

 表3 測定結果 
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工事では、現場で即時に締固め度を測定できる試験法が望

ましく、ここでは、RI計器を用いた締固め度の品質管理の

適用可能性を検討した。 

図６に砂置換法と RI試験法の締固め度の関係を示す。RI

計器と砂置換法の誤差は最大で 14％だが、道路盛土の品質

管理に RI計器の適応性を検討した事例では 2％程度の誤差

が想定されており 6）、本実験ではそれより大きな誤差が発

生している。管側部などの狭隘部では、埋設管や矢板が近

傍にあることが原因と推測され、RI計器の適応については

課題が残った。 

(4)試験施工による埋戻し土の品質の管理 

図７に示すように試験施工は、木だこ（巻出し厚 15cm）、

プレートコンパクター（同 30㎝）、ランマー（同 30㎝）を

用いて行った。締固め度は、木だこでは 6回転圧で締固め

度 93％、プレートコンパクターでは 7回転圧で締

固め度 91％、ランマ―では 3回転圧で締固め度

96％であった。試験施工の結果からプレートコン

パクターに比べランマ―を用いた方が効率的に締

固め度を得られることからケース⑥の使用機械と

転圧回数は、管側部を木だこで巻出し厚 15cm、転

圧回数 6回、埋戻し部をランマ―で巻出し厚 30cm、

転圧回数 3回とした。その結果、ケース⑥では全深さ

で締固め度 90％以上となり、試験施工に基づく下水道

管路施設の埋戻しに一定の効果があることが分かった。 

３．まとめ 

本実験では、埋戻し土の締固め度の品質管理方法として試験施工に基づく施工管理手法を提案し、試験施工を

行うことで効率的に締固め度 90％程度以上を達成できることを実験により確認した。 

品質管理を施工者に委ねる従来方法に比べ、本実験で提案した方法は、施工管理者が施工現場で転圧回数や巻

き出し厚などをより正確に設定できることから、より確実な施工を行えると期待できる。一方、狭隘部に下水道

管路施設が埋設されている場合に、現地で短時間に締固め度を測定する手法がないため、直接的な品質管理がで

きないことから、今後の測定機器の開発が望まれる。 

なお本実験で行った試験施工方法等の成果は、新たに発刊される下水道施設の耐震対策指針に反映された。 
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２． 下水道管路施設のストックマネジメント支援に関する調査 

 

下水道研究室   室   長 小川 文章 

主任研究官 深谷  渉 

研 究 官 末久 正樹 

部外研究員 賀屋 拓郎 

 

１．はじめに 

2012 年度末の下水道管路延長は 45

万 km に達しており、鉄筋コンクリー

ト管や陶管といった剛性管の老朽化

が進行している。老朽化対策の一環と

して、施設の劣化状態を把握し、延命

化を図るストックマネジメントの導

入が鉄筋コンクリート管や陶管を中

心に促進されてきた。一方、塩化ビニ

ル管は、1974 年の下水道協会規格

（JSWAS K-1）制定以降急速に普及し、

塩化ビニル管の累計延長は、2012年度末時点で全 管種の

累計延長の約 5割（図－１)を占めている。しかし、維持管理の現状として、現行のＴＶカメラによる視覚調査結

果に対する判定基準 1)（以下、「視覚判定基準」）および緊急度の診断基準 1)（以下、「緊急度判定基準」）は、主に

先行して整備された鉄筋コンクリート管等の剛性管を対象に作られたものとなっている。近い将来、塩化ビニル

管の高齢化時代が到来するとともに、塩化ビニル管の劣化状況を正確に把握かつ適切な維持管理を実施すること

が求められると予想されるが、塩化ビニル管は他管種と比べ整備開始からあまり時間が経過していないため、経

年劣化やその他劣化に関する知見が少なく、劣化のメカニズムは不明な点が多い。 

これらを踏まえ、国土技術政策総合研究所（以下、「国総研」）では、塩化ビニル管の劣化状況および管体性能

の低下状況を調査することにより、塩化ビニル管の視覚判定基準および緊急度判定基準について検討しており、

本稿では、塩化ビニル管を対象とした緊急度判定基準についての検討内容を報告する。 

 

２．既往の研究と現状の課題 

下水道では鉄筋コンクリート管や陶管等の剛性管と塩化ビニル管等のプラスチック系可とう管が主に使用され

ており、両者は構造及び材質が大きく異なるため、発生する劣化の特徴も異なる。このため、塩化ビニル管の管

体構造および管体材質を考慮した上で、構造的劣化 1）に対する安定性（耐荷性等）および機能的劣化 1）に対する

水密性・流下性能の有無を定量的に判定するための基準が必要となる 。 

国総研における既往の研究では塩化ビニル管の実態を把握するため、自治体へのアンケート調査による塩化ビ

ニル管の劣化に起因する道路陥没の現状把握、自治体から収集したＴＶカメラ調査データに基づく塩化ビニル管

の劣化発生傾向の把握および視覚判定基準（案）の作成を実施してきた。以下に既往の研究結果の概要を記す。 

・現時点では塩化ビニル管の劣化に起因する道路陥没発生件数は少ないが、主な原因は、破損（写真－１）、クラ

ック、継手ズレ（写真－２）などによるものである。  

図－１ 布設年度ごとの管理延長 

 

陶管 

コンクリート管 

塩ビ管 

その他 
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・塩化ビニル管に発生している A、Bランクの劣化

のうち、道路陥没の発生要因となりうる劣化（浸

入水・破損・クラック・継手ズレ）が約 64％を占

める(図－２)  

・可とう管特有の局所的な断面変化（以下、｢変形｣）

（写真－３）や全体的な断面変化（以下、｢偏平｣）

（写真－４）が発生しており、破損、クラックな

どの劣化を併発している。 

・現行の視覚判定基準の劣化項目に加え、可とう

管特有の変形および偏平の劣化項目を追加し、塩

化ビニル管を対象とした視覚判定基準を提案した。  

現行の視覚判定基準から変更・追加した箇所（青

マーキング部）を抜粋し、表－1に示す。 

 

 以上を踏まえ、本研究では、塩化ビニル管の劣化箇所ごとの判定を対象とした視覚判定基準（表－１）に加え、

耐荷性に関わる構造的劣化（偏平、変形、軸方向クラック、周方向クラック）が併発していることに着目し、人

孔間のスパン全体の判定を対象とする緊急度判定基準（案）を作成した。ここでの｢軸方向クラック｣および｢周方

向クラック｣は、現行の視覚判定基準の「破損」および「クラック」を示す 1）。 

 

図－２ 塩化ビニル管の劣化割合（A,Bランクのみ） 

 

写真－１ 破損の事例 

 

写真－２ 継手ズレの事例 

 

写真－３ 変形の事例 

 

写真－４ 偏平の事例 
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項目 適用
欠落

軸方向のクラックで
幅：5㎜以上

欠落

軸方向のクラックが
管長の1/2以上

亀甲状に割れている

軸方向のクラック

偏平  塩化ビニル管 たわみ率15％以上の偏平 たわみ率5％以上の偏平 ―

変形
（内面に突出し）

塩化ビニル管
白化または本管内径の
1/10以上内面に突出し

本管内径の
1/10未満内面に突出し

―

― ―

管
１
本
ご
と
に
評
価

ランク
ａ ｂ ｃ

管の破損及び
軸方向クラック

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
軸方向のクラックで

幅：2㎜以上
軸方向のクラックで

幅：2㎜未満

陶　管
軸方向のクラックが

管長の1/2未満
―

塩化ビニル管

 

 

３．複合的に発生した構造的劣化の緊急度の検討方法  

前述の通り、下水道管きょの維持管理を実施するにあたり、

既往の研究 ２）で提案された劣化箇所ごとの視覚判定基準に加

え、人孔間のスパン全体に対する緊急度判定基準が必要であ

る。複数の管体で構成されるスパンの緊急度を判定するには、

劣化が複合的に発生した場合の管体に対する影響を明確にす

る必要がある。そこで、複数の構造的劣化が管体に発生し、

管体材料が降伏歪みに達している場合は、緊急度が高いと考

え、塩化ビニル管を対象に新たに視覚判定基準に追加する「偏

平」と「変形」を考慮し、構造的劣化と発生する歪みの関

係を偏平試験により明らかにした。さらに、統計解析手法

を用いて、歪みに対して影響力の高い構造的劣化を判別し、

構造的劣化が併発した場合の歪みの値を予測することによ

り、降伏歪みに達する構造的劣化の組み合わせを検討した。 

（１）偏平試験方法 

たわみ率と歪みおよび応力の関係を把握するため、JIS K 

6741 硬質ポリ塩化ビニル管の偏平試験に準拠し、VUφ200

の管長 400㎜に幅 1mmのクラックおよび変形形状を管体中

央部に所定の条件に基づき加工した試験体を用い試験を実

施した。クラックおよび変形条件概要を表－２に示す。図

－３の通り、クラック部および管体周方向に歪みゲージを配

置し計測を行った。また、変形の試験ケースにおいては、管

体周方向は図－３と同様に、変形部には図－４の通りに歪み

ゲージを配置し計測を実施した。 

（２）統計解析方法 

歪みと各属性（たわみ率、クラック周方向位置、クラック

方向、クラック長さ）との関係を見るために、偏平試験で得

た歪みのデータを基に、統計解析手法（数量化Ⅰ類）を用い

て、発生する歪みに対する各属性の関係度合い（カテゴリー

レンジ・カテゴリースコア）を算定し、これらの大小関係や増減関係から、歪みと各属性との関係性を検討した。 

A

C

B

D

40mm

40mm

管内面・外面に歪みゲージ貼付

凹み部歪みゲージ貼付箇所

管内面

管外面

管内面

管外面

歪みゲージ
変形形状

軸方向

周

方

向

管内面・外面に歪みゲージ貼付

管内面

C D

1

2

3

4

5

6

7

8

管頂部

A B

管外面

クラック

歪みゲージ

管内面に歪みゲージ貼付

クラック部歪みゲージ貼付箇所 管体周方向歪みゲージ貼付箇所

表－１ 視覚判定基準（一部抜粋） 

 

表－２ クラック・変形条件の概要 

 

図－３ クラック部の歪みゲージ貼付位置 

図－４ 変形部の歪みゲージ貼付位置 
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４．複合的に発生した構造的劣化の緊急度の検討結果 

（１）偏平試験結果 

１)クラック 

図－５は、クラック周方向位置を管頂部、クラ

ック長さを管長の 1/5として、クラック方向を軸

方向・周方向・斜方向に加工した各試験体（３ケ

ース）に発生する歪み（縦軸）の傾向をたわみ率

（横軸）ごとに示している。なお、クラック部お

よび周方向の歪みゲージ（図－３）のうち、たわ

み率5％の時点で最大値を記録した歪みゲージの

測定結果をプロットしている。各試験体における

クラック部歪みゲージの測定結果を比較すると、

軸方向に加工した試験体のみがたわみ率の増加

と共に歪みが急激に上昇していることが分かる（図－５）。また、各試験体およびブランク試験体の周方向歪み

ゲージによる測定結果を比較すると、歪み最大値の発生箇所および値はほぼ同じであった。さらに、周方向ク

ラック部および斜方向クラック部の歪みはブランク試験体に発生した歪みよりも小さかった。また、クラック

周方向位置およびクラック長さに関わらず同じ傾向が見られたことより、軸方向クラック以外のクラックは管

体の耐荷性能への影響が小さいと考えられる。 

２）変形 

本偏平試験において、変形後の歪みは応力緩和

により残存歪みがほぼないと仮定した上で、変形

形状によるたわみ率ごとの歪み発生傾向の差異

を把握した。図－６は、変形形状および周方向位

置を変えた３ケースの試験体における発生歪み

を図－５と同様に示している。変形部の歪みゲー

ジによる測定結果はブランク試験体における歪

み測定結果よりも小さい。また、各試験体および

ブランク試験体における周方向歪みゲージの測定結果

を比較すると、歪み最大値の発生箇所および値はほぼ同じであった。これより、変形形状および周方向位置に

関わらず、変形はたわみ率と歪みの発生傾向に対して影響はほぼ無いと言える。 

（２）統計解析結果 

偏平試験結果より変形と偏平が併発した場合においては、変

形部への歪みが集中しないことを確認した。一方、クラックと

偏平が併発している事象は、歪みの発生傾向に大きく影響を与

えていると考えられた。そこで、各クラックと偏平が併発した

際に発生する歪みを対象に解析した結果を以下に示す。 

国総研で行った既往の研究より、塩化ビニル管の弾性域は歪

みが 1.2％程度まで、降伏点の歪みは 4.0％程度と想定される。

弾性域と塑性域では応力と歪みの関係が異なるため、本解析で

は塑性域である歪み 1.2％以上を解析対象とした。図－７は各属

図－５ クラック方向と歪みの関係 

（クラック周方向位置：管頂部、クラック長さ：管長 1/5） 

 

図－６ 変形と歪みの関係 

 

0.76 

1.93 

3.70 

4.41 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

クラック長さ

クラック位置

クラック方向

たわみ率

図－７ カテゴリーレンジ 
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0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

歪
み

（
％

）

たわみ率（％）

ブランク（周方向歪みゲージ：５）

軸方向（クラック部歪みゲージ：Ｄ）

周方向（クラック部歪みゲージ：Ｄ）

斜方向（クラック部歪みゲージ：Ｄ）

軸方向（周方向歪みゲージ：５）

周方向（周方向歪みゲージ：５）

斜方向（周方向歪みゲージ：５）

0%

1%

2%

3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

歪
み

（
％

）

たわみ率（％）

ブランク（周方向歪みゲージ：５）

周方向位置：管頂部、形状：1/10以上凸（変形部歪みゲージ：Ｄ）

周方向位置：管頂部、形状：1/10未満凸（変形部歪みゲージ：Ｄ）

周方向位置：中間部、形状：1/10以上凸（変形部歪みゲージ：Ｄ）

周方向位置：管頂部、形状：1/10以上（周方向歪みゲージ：５）

周方向位置：管頂部、形状：1/10未満（周方向歪みゲージ：５）

周方向位置：中間部、形状：1/10以上（周方向歪みゲージ：５）
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性のカテゴリーレンジを示しており、たわみ率とクラ

ック方向は歪みに対し影響が大きいことが分かる。ま

た、クラック方向のカテゴリースコアの大小関係から、

軸方向クラックが歪みに影響を与えると言える(図－

８)。図－９は、x軸を実測値歪み、y軸をカテゴリー

スコアからの予測値歪みとした散布図を示す。実測値

および予測値が 4%を越えるクラック方向条件は軸方向

のみであった。また、図－９で示す予測値から得られ

る寄与率は 0.91であり、解析結果は妥当であると考

えられる。図－１０は、各カテゴリースコアに基づき

予測した歪みとたわみ率の関係を示しており、軸方向ク

ラックが発生している際はたわみ率が 9％以上で歪みが 4％以上になると推定された。 

 

５．塩化ビニル管の緊急度判定基準の提案 

軸方向クラックの場合、たわみ率が 9％以上で発生歪みが 4％以上となり降伏点を越える可能性が高い。よって、

既往の研究で提案した偏平の判定基準（表－１）に基づき、偏平の bランク以上と軸方向クラックが併発してい

る場合は緊急性が高いと考え、スパン全体に対する緊急度判定において Aランクとした。 

 10自治体から入手した塩化ビニル管 1138スパンの調査データ（集計表・調査記録表・映像データ）から緊急度

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのスパン（405スパン）を抽出し、既往の研究で新たに提案した塩化ビニル管の視覚判定基準に基づき

緊急度判定を実施した結果を以下に示す。従来基準により診断された緊急度Ⅱは全スパンの約 7％（77スパン）

に対し、新たに提案した塩化ビニル管の視覚判定基準により診断された緊急度Ⅱは全スパンの約 9％(102スパン)

であった。これは、従来の緊急度基準では緊急度Ⅲと診断されていたスパンが、新たに提案する塩化ビニル管の

緊急度診断基準では緊急度Ⅱと診断された結果であるが、従来の視覚判定基準では軸方向クラック b･c ランクと

判定されていた管体が塩化ビニル管の視覚判定基準では aランクと判定されたことや、緊急度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのうち

約 23％において偏平を、約 3％において変形を併発しており、aランク＋bランクの不良発生率 1)が 40％を超える

スパンが増えたことが原因である。   

塩化ビニル管の改築・修繕の現状把握のため自治体ヒアリングを行った結果、偏平かつ軸方向クラックが生じ

ていたスパンに関して、改築を実施している自治体があった。 

 以上より、従来の緊急度判定基準 1)に「塩化ビニル管の判定の際には、『偏平の bランク以上』と『軸方向クラ

ック』が併発している場合は、道路陥没等の社会的影響が想定されることから、スパン全体において Aランクと

する」の内容を付記する。塩化ビニル管を対象とした緊急度判定フローを図－１１に示す。  
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図－８ カテゴリースコア 

図－９ 実測値と予測値（歪み％） 図－１０ たわみ率と歪み（予測値） 
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ａランクの不良発生率20%以上
もしくはa+bランクの不良発生率40%以上

または
破損aランクかつ偏平bランク以上あり
もしくは継手ズレaランクkあり　　（注2）

ａランクの不良発生率20%未満
もしくはa+bランクの不良発生率40%未満

もしくはa+b+cランクの不良発生率60%以上

a，bランクがなく、
cランクの不良発生率60%未満

A B C

（注１）

（注２）

同一箇所で複数の不良が発生している場合には、最上位の評価ランクのみをカウントする
（例：「管のクラックa」と「浸入水b」があった場合には、最上位の評価「管のクラックa」のみをカウントする）。

・破損aかつ偏平bランク以上が同時にあった場合、既に管体材料は降伏していると判断し、
不良発生率による判定とは別にスパン評価をAランクとする。
・継手ズレaランクが1箇所以上ある場合、周辺地山の管内への流入による道路陥没等、社会的影響の大きい不具合が想定されることから、
不良発生率による判定とは別にスパン評価をAランクとする。

不良発生率によるスパン全体の評価（注１）

aランクの不良発生率＝ａランクの合計本数／1スパンの管きょ本数

a＋bランクの不良発生率＝ａ，bランクの合計本数／1スパンの管きょ本数

a＋b＋ｃランクの不良発生率＝ａ，b，cランクの合計本数／1スパンの管きょ本数

cランクの不良発生率＝cランクの合計本数／1スパンの管きょ本数

スパン全体の
評価

管１本ごとの評価

上下方向のたるみ
(A，B，Cで評価）

破損及び軸方向クラック、円周方向クラック、
継手ズレ、浸入水、取付管突出し、油脂付着、

樹木根侵入、モルタル付着、偏平、変形（内面に突出し）
(a，b，cで評価）

緊急度Ⅲ スパン評価Aがなく、スパン評価Bが１項目もしくはスパン評価Cがある

劣化なし スパン評価Cもない健全な状態

緊急度Ⅰ スパン評価Aが２項目以上

緊急度Ⅱ スパン評価Aが１項目もしくはスパン評価Bが２項目以上

A B C

緊急度の判定(A，B，Cの合計で判定）

 

 

 

緊急度は、対策が必要とされたスパンについて、その補修などの時期を定めるものであり、スパン全体の３つ

の評価項目（管の腐食、上下方向のたるみ、管１本ごとの評価から算定する不良発生率※塩化ビニル管に関して

は管の腐食は該当しないため、2つの評価項目となる）における各ランクの数から判定される。 

 

６．まとめ 

現時点において、塩化ビニル管の調査量は、コンクリート管および陶管と比較すると非常に少ないのが現状で

あるが、塩化ビニル管についても、劣化が確認されはじめている状況である。今後、下水道管きょの適切な維持

管理をしていくためには、塩化ビニル管を対象とした視覚判定基準および緊急度診断基準が必要不可欠である。  

本稿では、塩化ビニル管特有の偏平、変状およびその他の劣化が併発した際の緊急度に着目し、緊急度診断基

準を提示した。これにより、塩化ビニル管を対象とした基準がないため塩化ビニル管の維持管理に躊躇している

自治体等が、塩化ビニル管の予防保全型維持管理に向けて前進して頂ければ幸いである。 

 

参考文献 

1) 下水道維持管理指針 前編-2003年版-、日本下水道協会、2003.12 

2）野澤他：塩化ビニル管の不具合の実態と事例について 第 49回下水道研究発表会 2012.6 

 

図－１１ 塩化ビニル管を対象とした緊急度判定フロー 
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3. 効率的な都市雨水対策推進に関する調査 

 

下水道研究室   室   長 小川 文章 

研 究 官 橋本  翼 

 

１．はじめに 

 近年、日本各地において 1 時間降水量 50mm 以上の豪雨、さらには 10 分間程度の短時間に集中する豪雨が頻繁

に発生するようになっている。豪雨の発生頻度が高まる中、都市化の進展に伴う雨水の貯留浸透能力低下や、地

下空間利用の発達に伴う浸水被害ポテンシャルの増大等が懸念されており、各都市は限られた財源の中で、効率

的かつ効果的に都市雨水対策を進めていく必要がある。 

平成 25年度は、各都市における効率的かつ効果的な都市雨水対策を推進するため、以下の調査内容を実施した。 

 下水道以外の他事業との連携対策手法の課題と解決の方向性の整理 

 内水ハザードマップ策定率向上に向けた課題と解決の方向性の整理 

 浸水対策施設の運転操作における XRAIN利活用の段階的アプローチ方法の検討 

 落葉等による排水能力低下を低減する改良型雨水桝蓋の排水性能の評価 

 

２．下水道以外の他事業との連携対策手法の課題と解決の方向性の整理 

平成 26年 1月にストックを活用した都市浸水対策機能向上検討委員会がとりまとめた「ストックを活用した都

市浸水対策機能向上のための新たな基本的考え方（中間とりまとめ）」1)では、これまでの浸水対策のあり方を成

熟化させた、ハード・ソフト対策を組み合わせた既存ストックを活用したより効率的かつ効果的な浸水対策の考

え方が整理されている。この中で、「下水道のストックのみならず、都市内の下水道以外の雨水の排水系統の現況

及び既定計画等の他事業のストックの適切な評価とともに、相乗して効果を発現する対策の検討・実施などによ

り、粘り強く効果を発揮し被害の軽減を図れるように、河川部局や都市計画部局等の関係部局と協議会等の場を

通じて連携すべきである。」と謳われており、具体的な対策手法としては以下の手法が挙げられている。 

 河川の調整池と下水道の雨水貯留施設の直接接続による連携 

 水路等との連携 

 取り込み施設の能力増強等による連携 

 小型雨水貯留浸透施設の道路側溝下部等への設置 

 公園・緑地、校庭、駐車場、水田、ため池等との連携 

 流域保全林等との連携 

 雨水貯留浸透施設整備の指導や助成制度の導入等 

 河川部局等との合築 

 暫定防災調整池の恒久化・有効活用 

本調査では、他事業との連携対策手法の効果的な実施に向け、文献調査や他事業連携手法の事例を有する 2 自

治体を対象としたヒアリング調査により、効果的な連携対策手法について情報を収集し、連携する上での主要な

課題点とその解決の方向性を整理した。表 1 に整理結果を示す。表 1 の解決の方向性は一例ではあるが、ここで

示す観点を踏まえることで、上記連携手法の導入を促進することができると考えられる。 
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表 1 他事業との連携における課題と解決の方向性 

区分 課題 解決の方向性の事例 

道路施設との連

携 

 

道路構造物、家屋への影響  法的規制 

 各種要綱、技術指針によるルール化等 

道路浸透に伴う有害物質対策等  法的規制 

 ゴミ除去フィルターや構造の工夫 

雨水桝の維持管理  道路管理者と連携した雨水桝点検 

学校・公園施設と

の連携 

施工期間等の工期の制約  短期工事となる部材の選定（ブラスチック製貯留槽等） 

藪蚊、臭気等の懸念  構造の工夫 

 適切な維持管理 

農業用施設との

連携 

 

農地の貯留利用における補償関係  湛水時間等、土地改良区との協議 

灌漑期の用水路利用における降雨時

の転倒堰等の運転管理 

 降雨時の運転管理、維持管理等のルール化 

 用水路等の状況を踏まえた運用計画の立案 

都市計画施設と

の連携 

湛水低農地における、不適切な盛土  法令、条例等における対策 

 補助金の交付 

土地利用のあり方：農地の宅地化  「農業振興地域の整備に関する法律」の区域変更の要件に浸水被害軽減の項

目を追加 

 浸水想定区域図に法的根拠を持たせることによる、農振農用地区域の保持に

関する周知・指導 

土地利用のあり方：市街化の抑制  浸水想定区域図に法的根拠を持たせることで、都市計画に浸水被害軽減とい

う概念・目的を含める 

土地利用のあり方：家屋等への建築

指導 

 適正な建築施設への指導として条例を施行し、浸水対策の情報提供や整備指

針の指導を実施 

都市公園内の空間の活用  立体都市公園法の創設により、公園面積の制約によらず、地下構造物の設置

が可能 

住民との連携 

 

 

公共施設における浸透桝等の維持管

理の効率化 

 道路浸透桝等の点検に関し、グレーチングや側溝蓋開けによる目視により、

点検管理の一部を住民に依頼 

 自治会で集計取りまとめ後、行政に清掃依頼 

雨水貯留浸透施設の設置・推進  助成等のインセンティブ 

 内水ハザードマップ等、浸水リスクの情報提供 

組織連携 浸水対策に関する関連部局の協力や

理解が得にくい 

 関連部局を一体組織にすることによる効率的整備の実現 

 

３．内水ハザードマップ策定率向上に向けた課題と解決の方向性の整理 

 平成 24 年 8 月 31 日に閣議決定された「社会資本整備重点計画」では、床上浸水被害が発生した地区、都市機

能が集積していて浸水実績のある地区、地下空間利用が高度に発達している地区等のある市区町村を対象に、内

水ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市区町村の割合を、平成 28年度末までに約 100%にする

こととしている。同割合は平成 23 年度末で約 15%と低い水準であることを踏まえ、今後の策定率向上が望まれる

ところである。 

 平成 24年度に実施した内水ハザードマップ策定に関するアンケート 2)では、未策定自治体は未策定の理由とし

て、図 1に示す通り、洪水ハザードマップを策定しているため不要である、自治体内の防災部局など他部局との

調整が必要である、甚大な浸水被害は受けていない等が挙げられた。 

ここで挙げられた未策定理由に基づき課題解決のターゲットを 2つのカテゴリーに分け、内水ハザードマップ

策定を促進するための解決の方向性を図 2の通り整理した。ここで示す解決の方向性①については、過年度の国

総研の調査 3)でも示されている。解決の方向性②③については、国土交通省ハザードマップポータルサイト 5)で公

開されている内水ハザードマップでも優良事例が見受けられる。解決の方向性④は、内水ハザードマップ作成の

手引き（案）6)で示されている地形情報を活用した手法（タイムエリア法による雨水流出量算定）を適用する上で
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の課題と解決手法であり、その考え方を表 2に示す。図 2に示す解決の方向性は、浸水特性（内水浸水の頻度）

や財政状況（内水ハザードマップ策定費用の度合い）など、各自治体の状況に応じた策定手法を検討するための

参考になると考えている。 

 

45 １．浸水被害は発生しているが、甚大な被害になっていないため

25 ２．住民・議会からの要望が少ない（または無い）

64 ３．既に洪水ハザードマップを策定しており、十分であると認識している（内水ハザードマップは不要）

45 ４．下水道整備（ハード対策）を優先している、または地元から下水道整備を優先する要望がある

38 ５．財政上の問題

15 ６．職員の技術上の問題で作成が難しい

28 ７．防災部局で作成すべきものとの認識のため

67 ８．防災部局等、自治体内の他部局との調整が必要であるため

66 ９．その他（自由記述：下欄）

合計：393

Q1：平成24年9月末時点で内水ハザードマップを策定していない理由を教えてください（複数回答可）
11%

6%

16%

11%

10%
4%

7%

18%

17%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

図 1 内水ハザードマップ未策定自治体を対象としたアンケート調査結果（抜粋） 

 

カテゴリーA
洪水ハザードマップがあるため
内水ハザードマップは不要

カテゴリーB
内水浸水に関するリスクコミュニケーショ

ンや簡易な浸水想定区域図の作成

理由①

既に洪水ハザードマップを策定しており、
十分であると認識している（内水ハザード
マップは不要）

理由②

下水道設備（ハード対策）を優先している、または
地元から下水道設備を優先する要望がある

論点①

内水浸水特性（局地的大雨の特性）を
考えた場合、避難行動情報については、
内水浸水時に関する情報を記載すべき
ではないか

論点②

近年の局地的大雨の増加特性に伴うリ
スク増加傾向と、洪水氾濫とは異なる被
害特性（リードタイムが短い）について理
解させ、内水浸水想定のシミュレーション
実施を促すべきではないか

論点③

地元とのリスクコミュニケーションを図りつつ、ソフ
ト対策の重要性について住民に理解を得るための
取り組みが必要ではないか

論点④

被害リスク特性を踏まえた、経済的マップ策定方
法を具体例に沿いながら分かり易く紹介すべきで
はないか

理由③

浸水被害は発生しているが、甚大な被
害になっていないため

理由④
住民・議会からの要望が少ない（または無い）

理由⑤
財政上の問題

理由⑥
職員の技術上の問題で作成が難しい

解決の方向性①

内水浸水のリードタイム特性を示したシ
ミュレーション

解決の方向性②

内水浸水被害の特徴を強調・周知した
ハザードマップ

解決の方向性③－１

浸水実績と地盤高メッシュを活用した、厳密なシ
ミュレーションを不要とした浸水想定区域図の作成

解決の方向性③－２

洪水ハザードマップに内水浸水被害の実績を追
記した浸水想定区域の作成

解決の方向性④

地形情報を活用した手法（タイムエリア方による
雨水流出量算定）の各作業の効率化

内水ハザードマップを
策定しない
代表的理由

策定しない理由を
解決する論点

解決の方向性

代表的理由を
支援することで

解決が期待できる
その他の理由

 

図 2 内水ハザードマップを策定しない代表的理由と解決の方向性 
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表 2 地形情報を活用した手法を適用する上での課題と解決の方向性 

想定課題 解決策 

全ての排水区について、流出ハイ

ドログラフの作成が困難 

流出ハイドログラフは、タイムエリア法（合理式合成法）により、作成する方法が一般的である。タ

イムエリア法によるハイドログラフ作成では、①降雨強度式、②各排水区の流出係数、③各排水区の面

積、④各排水区の最長流達時間といった情報の調査、設定が必要となる。現状として、③と④について

は、全ての排水区について流量計算表が作成されていない場合、作業が困難となっている。この課題を

解決する方法として、全ての排水区について流量計算表を作成することなく、既存の流量計算表を用い

る等により、代表的な排水区の排水区面積－流達時間関係（T-A関係）を導き、これをその他の排水区

に適用することで、作業の効率化が図れる。 

浸水量を算定するための、既存排

水施設の流下能力の設定が困難 

一般的には、流量計算表や水位計算等により、既存施設の排水能力を算出することが望ましい。しか

し、能力評価を行うための施設情報や計算ツールが不足していることが想定される。そのため、浸水実

績と発生日の降雨情報を収集することで、簡易的に既存排水施設の能力を設定する方法により、作業の

効率化が図れる。 

浸水量を浸水深、浸水面積に表現

することが困難 

現在、10cmピッチ程度の詳細メッシュ情報が市販されている。これらのメッシュ毎地盤高情報は座標

を有し、GISソフトを活用することで、空間地盤高情報のエクセルへのエクスポート、また、エクセル

での集計データを空間地盤高情報へインポートすることが可能である。簡易なポンドモデルを作成する

観点から、タイムエリア法で算出された溢水量をエクセルに入力し、浸水深・浸水面積を空間的に整理

することが可能である。 

 

４．浸水対策施設の運転操作における XRAIN利活用の段階的アプローチ方法の検討 

 国土交通省では、図 3 に示す局所的な雨量をほぼリアルタイムに精度良く観測可能な XRAIN（X バンド MP レー

ダネットワーク）の整備を進めている。XRAINの雨量情報の下水道事業での利活用について、平成 23年度に 54自

治体（回答数：42 自治体）を対象に実施したアンケート調査によれば、リアルタイム情報及び将来予測情報につ

いては 8 割以上、蓄積された過去の雨量情報については半数以上の自治体が必要と回答しており、特に浸水対策

への利活用ニーズの高さが認められた。これを踏まえて、本調査では、ヒアリングにより雨天時における雨水ポ

ンプ等の運転操作ルールの現状を整理するとともに、運転操作に XRAIN を利活用する上での段階的アプローチの

方法を検討した。 

 

図 3 XRAINと Cバンドレーダの比較 6) 

 

雨天時における雨水ポンプ等の運転操作ルールの現状を整理するため、放流先河川の制約があり排水ポンプの

運転調整が行われている下水道を有するなど、排水に課題を抱えている 3 自治体を対象にヒアリング調査を行っ

た。ヒアリングにより得られた主な内容は以下の通りである。 

 放流先河川からの放流量の制約を受けている。 

 近年の豪雨に対しては、区域内の排水施設の能力不足による浸水も発生していため、施設の効率的な運転操作は

一つの浸水被害軽減策である。 

 雨水排除の担当は、下水道のほか、河川・農業用排水路等の既存水路も含めて管理している。 
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 ポンプ排水施設や貯留施設の一部は集中監視しているが、既存水路等の水位監視はほとんど行われていない。 

 豪雨来襲時、昼間の業務時間では別々の組織・媒体から収集した情報（気象予報情報や雨量レーダー画像も含む）

から定性的判断に基づいて、対応方針を決定・行動している。夜間も同様の情報から対応方針を決定しているが、

突発的な豪雨の場合対応が遅れる可能性がある。 

 多くのポンプは、流入水位と放流先河川水位に基づいて自動運転（ゲートの開閉・ポンプの起動・停止）を行っ

ている。放流先河川水位が高い場合、放流先河川管理者からの連絡に従って、ポンプ運転調整を行う場合がある。 

 雨量レーダーの活用については、夜間等の運転操作着手の判断のため、強い雨量域が一定距離に近づいた場合に、

市職員が警報を受信できるシステムが

あれば良い。 

ヒアリング結果を踏まえ、雨水ポンプ

等の浸水対策施設の運転操作にXRAINを

利活用する上での段階的アプローチの

方法を検討した。各種情報を活用した浸

水対策施設の運転管理の実施にあたっ

ては、導入する自治体の浸水発生の頻度

や財政事情に応じて、適切なレベルの整

備を行うことが望まれる。各種情報の利

活用するレベルに応じて、段階的に導入

する手順としては、図 4のようなアプロ

ーチが考えられる。また、各整備レベル

で必要となるデータと期待される効果

を表 3に整理する。 

 

表 3 各整備レベルで必要となるデータと期待される効果 

利活用手順 

必要となるデータ・システム 

期待される効果 レーダー雨量 管路幹線･放流
先河川水位 

(流量) 

施設(ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ･ｹﾞｰﾄ)
運転 

地上 
雨量 

情報の 
統合化 

解析シス
テム 画像 

データ 
数値 
データ 

レベル-1 
① ●             

・豪雨時対応体制の判断 
・浸水危険情報の提供(簡易･広範囲） 

②   ●           
・豪雨時対応体制の判断(夜間･休日) 
・浸水危険情報の提供(簡易･広範囲） 

レベル-2     ● ● ●   ●   
※上記に加えて 
・施設運転制御判断の支援 

レベル-3     ● ● ● ● ● ● 
※上記に加えて 
・施設運転制御判断(予測含む)の支援 
・浸水危険情報の提供(詳細･局所的対応） 

 

 表 3のレベル-2とレベル-3での期待される効果については、具体的には次のような活用による浸水被害軽減効

果が例として挙げられる。 

活用-1 豪雨来襲を予測した早期排水ポンプの運転（図 5） 

活用-2 暫定貯留管の早期排水 

活用-3 放流先水位の低下を予想した排水ポンプ運転（図 6） 

活用-4小降雨時の雨水滞水池流入（合流区域対象） 

 

 

図 4 各種情報の利活用と整備レベル 
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【レーダー雨量情報の活用なし】 

 

   小降雨 

P 

合流 or 分流管 

 
小降雨 

小降雨(晴天時)時に省エ
ネのため、高水位でポンプ
運転を行う。 

豪雨来襲を予測して、早期
にポンプ排水を開始する。 

P 

豪雨発生時にポンプ排水
が間に合わなくなり、浸水
が発生する。 

放流 

豪雨 

P 

合流 or 分流管 

 豪雨 豪雨来襲の正
確な情報なし 

 

P 

豪雨発生時にポンプ排水
が間に合い、浸水発生の防
止が期待できる。 

放流 

豪雨 

浸水発生を防止 

早期 
放流 

※豪雨が施設能力を超過す

る場合は浸水情報を提供

して、被害の軽減を図る。 

【レーダー雨量情報の活用あり】 

   

浸水発生 

 

図 5 豪雨来襲を予測した早期排水ポンプの運転（イメージ） 

 

 

 

P 

放流 

豪雨 

浸水発生を防止 

   

P 

放流先水位上昇・能力不足
によりポンプ排水を停止
する→浸水が発生する。 

放流 
規制 

 豪雨 

P 

放流先水位低下を予想で
きないため、ポンプ排水停
止を継続→浸水が継続す
る  

放流 
規制 

【レーダー雨量情報の活用なし】 【レーダー雨量情報の活用あり】 

浸水発生 

浸水継続 

 
小降雨 

 
小降雨 

P 

放流 
規制 

浸水発生 

 
小降雨 

放流先水位上昇・能力不足
によりポンプ排水を停止
する→浸水が発生する。 

放流先水位低下を予想し
てポンプ運転を開始→浸
水を早期に解消する。 

浸水を早期解消 

 

図 6 放流先水位の低下を予想した排水ポンプ運転（イメージ） 
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各自治体においては、現状においても何らかの情報に基づいて、浸水対策施設の運転操作を実施しているが、

XRAIN を利活用することで、より高度な運転操作を実現できる可能性がある。浸水特性や財政状況等の違いから、

各自治体によって必要となる利活用方法のレベルが異なるため、各自治体の状況に応じた利活用方法（整備レベ

ル）を検討する必要がある。また、最終的には各種情報を統合化して精度の高い管理システムの構築を目指す場

合は、最初に導入するシステムから最終目標のシステムにスムーズに拡張できる計画を策定することが重要であ

る。 

 

５．落葉等による排水能力低下を低減する改良型雨水桝蓋の排水性能の評価 

道路冠水発生の原因の一つとして、管路の能力には余裕があっても、雨水桝蓋周囲への落葉などの堆積によっ

て桝内への雨水流入が阻害されている場合がある。道路冠水の発生軽減に向けた方策を検討するため、落葉等に

よる排水能力低下を低減する改良型雨水桝蓋（H社開発：図 7）の排水性能の評価を試みた。 

S自治体の既設の雨水桝を用いて、従来の鋼製グレーチング蓋と改良型雨水桝蓋の排水能力の比較検証を実施し

た。試験は同じ桝を用いて行い、エプロン部の道路勾配は縦断勾配 2.10％、横断勾配 5.85％、エプロン部の幅は

480mmであり、試験体は同一サイズの 460×395×60mmを用いた。 

 試験方法の概要を図 7に示す。落葉の条件は湿潤状態 1.0kgのイチョウを使用する。桝の上流 6ｍの範囲に事前

に 0.5kgを路肩に敷き詰め、一定量の水を流し、更に上流側に堆積している落葉が流れてくるものと仮定し 0.5kg

の落葉を徐々に投入していき、蓋上の落葉の堆積状況の確認と桝からの排水量（桝から取付管へ流れ込む流量）

を測定した。試験時の雨水流出量（桝上流側からの流量）としては、設計降雨強度 60mm/hを想定した場合の流出

量 2.6ℓ/s、設計降雨強度 45mm/h を想定した場合の 1.9ℓ/s、設計降雨強度 30mm/h を想定した場合の 1.3ℓ/s の 3

パターンを雨水流出量の条件として設定した。 

 

   

図 7 改良型雨水桝蓋                図 8 試験方法の概要 

 

落葉を設置した状態における改良型雨水桝蓋と鋼製グレーチングの比較検証結果を図 9 に示す。改良型雨水桝

蓋の方が鋼製グレーチングに比べて排水能力が高いことがわかる。また、今回設定した 3 パターンの流出条件に

おいて、目視にて改良型雨水桝蓋では概ね 100％の水が桝内へ排水されていることが確認されたのに対して、鋼製

グレーチングでは流れてきた落葉が蓋上流側の開口部に堆積し、桝内への水の流入を阻害することで、蓋を迂回

した下流への越流と蓋の手前で滞留が確認された。今回示した改良型雨水桝蓋は一例であるが、雨水桝の改良に

より道路冠水低減を図ることができると考えられる。 
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図 9 排水能力の比較結果（左：流出量2.6ℓ/s、中央：流出量1.9ℓ/s、右：流出量1.3ℓ/s） 

 

６．まとめ 

平成 25年度は、下水道以外の他事業との連携対策手法の課題と解決の方向性を整理したほか、ハザードマップ

作成、浸水対策施設の運転操作における XRAIN利活用といった効果的なソフト対策の推進に関する調査を行った。

また、道路冠水発生の一因となっている落葉等による排水能力低下を低減する方策について検討した。本調査で

得られた成果は、各自治体が効果的な都市雨水対策を検討する上での検討資料として活用可能であると考えてい

る。 

 

参考文献 
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2) 横田ら：都市雨水対策の推進に関する調査、平成 24年度下水道関係調査研究年次報告書集、国土技術政策総

合研究所資料、No.773、pp.19～28、2014 

3) 松宮ら：都市雨水対策おける観測技術の戦略的活用に関する調査、平成 21年度下水道関係調査研究年次報告

書集、国土技術政策総合研究所資料、No.605、pp.15～18、2010 

4) 国土交通省都市・地域整備局下水道部：内水ハザードマップ作成の手引き（案）、平成 21年 3月 

5) 国土交通省ハザードマップポータルサイト：http://disapotal.gsi.go.jp/ 

6) 国土交通省ホームページ：http://www.mlit.go.jp/common/001010011.pdf 
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4. 適正な汚水処理方法可能性(FS)に関する検討 

 

下水道研究官                  森田 弘昭 

下水道研究室 室 長 小川 文章 

主任研究官 深谷  渉 

研 究 官 末久 正樹 

研 究 官 橋本  翼 

 

１．はじめに 

平成 24年度末現在の汚水処理人口普及率は 88.1%となっており、残り 11.9％の人口に対しては下水道、農業集

落排水施設、合併処理浄化槽等の汚水処理施設が依然として未整備である。下水道整備水準は地域間格差が顕著

で、特に普及の遅れている中小市町村では、人口減少、高齢化の進展による生活構造の変化や厳しい財政事情等

により、下水道整備を進める上において様々な課題が発生している。そこで、国土交通省では、中小市町村の状

況に応じた年当たりの投資可能額を設定し、新しい整備手法の活用も検討した上で、下水道運営手法を検討する

「コストキャップ型下水道」調査を平成 24年度に開始した。 

平成 24 年度は、愛知県知多郡美浜町との共同研究で、①低コスト型の下水道整備手法及び維持管理手法（以下、

低コスト手法）に関する情報収集・整理、②美浜町における下水道整備・維持管理シナリオの作成、③現時点で

町が想定する可能投資額を踏まえた下水道経営収支の試算を実施した。 

平成 25 年度は、平成 24 年度に実施した検討ケースとは異なるケースとして、水洗化率や使用料単価等を変化

させたケース等の下水道経営収支を試算し、各ケースにおける町負担額や整備期間等を比較・整理するとともに、

低コスト手法の適用による環境影響を評価した。 

 

２．下水道経営収支の試算 

美浜町は愛知県知多半島南部に位置し、平成 24年 7月末現在で人口約 23,000人である。汚水処理については、

人口の 4割以上が浄化槽で処理されており、下水道事業は未着手である。美浜町では、平成 22年度に下水道整備

内容に関する検討（以下、現行計画）が実施されており、東西の 2処理区に分けて下水道整備が計画されている。 

平成 24 年度の調査 1)では、表 1 に示す低コスト手法を適用（以下、コストキャップ型下水道）することで、現

行計画に比べて建設費 3 割、維持管理費 2 割削減する成果を得た。また、美浜町におけるコストキャップ型下水

道の目標として設定した汚水処理原価 150円/m3、町の負担最大額 2億円/年、整備期間 10年程度を概ね達成した。 

 

表 1 美浜町でのコストキャップ型下水道 

 現行計画の内容・傾向 コストキャップ型下水道 

管 
路 
施 
設 
整 
備 

幹線 
管きょ 

 主に国道 247号線下において推進工法を導入する
こととしていた。 

 国道に代わる代替ルートを選定し、開削可能区間の割合を上げる
ことで低コスト化を図った。 

枝線 
管きょ 

 美浜町内は幅員の狭い道路が多く、施工が困難で
あるとともに、適用できる工法や重機が制約され
るため、施工単価が割高となる傾向にある。 
 伊勢湾側の西部処理区の一部は軟弱地盤かつ平坦
な地形であり、高コストの要因を含む。 

 浅層埋設、曲線部における曲管の採用、小口径マンホール、改良
型伏越しを活用可能な地区で全面的に採用した。 
 西部処理区の軟弱地盤地区は、真空式下水道システムを採用し
た。 

処 
理 
施 
設 
整 
備 

水処理 
 東西の両処理区ともに、小規模下水道において一
般的なオキシデーションディッチ法(OD法)の採用
することとしていた。 

 OD法よりもさらに生物反応槽容量を小さくして高負荷運転を行
うことで、生物反応槽整備に掛かる費用の削減を試みた。 

汚泥 
処理 

 汚泥濃縮槽と汚泥脱水機による汚泥処理を導入す
ることとしていた。 

 汚泥濃縮槽が不要となる、反応槽からの直接汚泥脱水機を採用し
た。 

維持管理 ―  包括的民間委託を適用 
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 平成 25 年度は、平成 24 年度の調査におけるコストキャップ型下水道を基本ケースとして、下水道経営に対す

る影響因子を相対的に比較するため、交付税措置及び県補助金の有無、使用料単価、水洗化率（接続率）を変化

させた場合の比較ケースについて下水道経営収支を試算した。試算にあたっては、整備期間を基本ケースと同様

（11 年間）とし、町負担額の変化を整理した。また、参考値として、現行計画についても交付税措置を考慮しな

いケースを検討した。以上のケースの各条件を表 2 の上方に示す。なお、ケース 1 については、町の年間最大負

担額 2億円とした場合に、整備期間 11年間で整備可能となる交付税率の検討も行った。 

シミュレーション結果を表 2の下方と図 1に示す。なお、シミュレーション実施期間は整備完了から 30年後ま

でとした。結果の概要は以下の通りである。 

 コストキャップ型下水道の基本ケース同様、整備期間を 11年間とした場合、町負担額が大きい順に「ケース 1：

交付税措置未考慮」、「ケース 3：使用料単価 95 円/m3」、「ケース 4：水洗化率 50％」、「ケース 2：県補助金未考

慮」の順となった。 

 「ケース 1：交付税措置未考慮」については、町の年間最大負担額 2.0億円/年を超える結果となった。 

 整備期間を 11年間とした場合、町の年間最大負担額 2.0億円/年を満足する交付税率は 21％となった。 

 「ケース 2：県補助金未考慮」については、他ケースに比べ、財政に与える影響は小さい（町の総負担額 1.3倍、

町の年間最大負担額 1.1倍）。 

 

表 2 シミュレーションケースと結果 

 

シミュレーションケース 備考： 

町の年間最大負担

額 2 億円・期間 11

年で整備可能な交

付税措置の検討 

現行計画 コストキャップ型下水道 

交付税措置

あり 

交付税措置

なし 
基本 ケース 1 ケース 2 ケース 3 ケース 4 

条

件 

交付税措置（42％） あり なし あり なし あり あり あり 
あり 

21％ 

県補助 

（単独事業費の 10％） 
あり あり あり あり なし あり あり あり 

使用料単価 150円/m3 150円/m3 150円/m3 150円/m3 150円/m3 95円/m3 150円/m3 150円/m3 

水洗化率 80％ 80％ 80％ 80％ 80％ 80％ 50％ 80％ 

下水道計画人口 17,419人 17,419人 17,419人 17,419人 17,419人 17,419人 17,419人 17,419人 

結

果 

整備 

期間 

全体 32年間 84年間 11年間 11年間 11年間 11年間 11年間 11年間 

内

訳 

東部処理区 1～6年間 1～34年目 1～6年目 1～6年目 1～6年目 1～6年目 1～6年目 1～6年目 

東部完了～ 

西部着手 
7～21年目 35～52年目 ― ― ― ― ― ― 

西部処理区 22～32年目 53～84年目 7～11年目 7～11年目 7～11年目 7～11年目 7～11年目 7～11年目 

町負担額 
総額 49.9億円 137.7億円 15.9億円 71.0億円 20.5億円 49.6億円 42.2億円 42.9億円 

年間最大額 2.0億円/年 1.9億円/年 1.0億円/年 3.0億円/年 1.1億円/年 2.0億円/年 1.8億円/年 2.0億円/年 

町負担額に対する評価 － － － 
× 

年間 2億円超え 

○ 

影響_小 

○ 

影響_大 

○ 

影響_中 
－ 
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整
備
期
間
（
年
）

整備期間

現行計画 コストキャップ型下水道  
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町
の
総
負
担
額
（
百
万
円
）

町の総負担額※整備完了後30年目まで

現行計画 コストキャップ型下水道  
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町
の

年
間

最
大

負
担

額
（
百

万
円

/
年

）

町の年間最大負担額

現行計画 コストキャップ型下水道  

図 1 シミュレーション結果（整備期間・町の総負担額・町の年間最大負担額） 

 

３．環境影響評価 

 表 1 に示したコストキャップ型下水道の適用が CO2発生量及びエネルギー消費量に与える影響を評価するため、

建設から廃棄までの LCA(Life Cycle Assessment)を試算し、現行計画との比較を行った。 

 管路施設については、自然流下区域における CO2発生量は、横田ら 2)が整理している管径、管種、施工方法、掘

削深等のパラメータを踏まえた CO2発生量原単位をベースに試算した。横田ら 2)の試算と異なる条件下やエネルギ

ー消費原単位については、他の文献 3,4,5)の CO2発生量やエネルギー消費量等を参考とした。真空式下水道区域につ

いては、秋永ら 6)7)の真空式下水道区域における試算結果を参考とした。マンホールポンプについては、「下水道に

おける LCA適用の考え方」3)で整理されているポンプ施設の試算結果を参考とした。 
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 処理施設については、「下水道における LCA適用の考え方」3)における OD法のインベントリ分析を参考にして試

算した。現行計画とコストキャップ型下水道で採用が異なる施設については、総出力等を参考とした。例えば、

コストキャップ型下水道で採用している高負荷 OD法における消費電力および温室効果ガスの削減効果については、

中町ら 8)が実証実験を行い、曝気動力が従来技術に比べて 67%削減できることが示されている。今回の検討におい

てもこの結果と同程度の曝気動力を想定して試算を行った。 

 図 2,3 に管路施設及び処理施設の CO2発生量とエネルギー消費量をそれぞれ示す。CO2発生量、エネルギー消費

量とも、コストキャップ型下水道では現行計画の 82%(18%削減)と試算された。 

 

   

図 2 CO2発生量の比較             図 3 エネルギー消費量の比較 

 

４．まとめ 

 交付税措置及び県補助金の有無、使用料単価、水洗化率を変化させた場合の比較ケースで下水道経営収支を検

討した結果、交付税措置、使用料単価、水洗化率、県補助金の順で町の負担額に与える影響が大きいことが試算

された。LCAの試算結果からは、コストキャップ型下水道を採用することで、低コストでの下水道運営が可能とな

るだけではなく、環境面に関しても環境負荷の低減に繋がることが期待された。 
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5. 合流式下水道改善対策の効果検証手法に関する調査 

 

下水道研究室   室   長 小川 文章 

研 究 官 末久 正樹 

研 究 官 橋本  翼 

 

１．はじめに 

 合流式下水道は雨水と汚水を同一管きょで排除するシステムであり、その機能上、雨天時に汚水の一部が河川

等の公共用水域に放流されることによる水域汚染等が懸念されている。それを踏まえ、平成 15年度には下水道法

施行令が改正され、中小都市(170 都市)では平成 25 年度、大都市(21 都市)では平成 35 年度までに、分流式下水

道並みの汚濁負荷量とする合流式下水道改善対策(以下、合流改善)の完了が義務付けられている。 

本研究では、雨天時における合流式下水道からの放流先水域への影響について、平面 2 次元移流拡散モデルを

用いたシミュレーションにより、合流改善の効果を評価するとともに、その評価方法を整理した。 

 

２．水質挙動解析 

 平面 2 次元移流拡散モデルを用いて合流改善前後における水質挙動解析を実施した。以下の観点から合流式下

水道処理区における処理場の吐口と水道取水点を含む河川の一区間を設定した。 

・水利用への効果及び影響を評価するため、吐口下流に水道取水地点がある水域を対象とする。 

・平面 2次元移流拡散モデルを用いて、その特性や適用性について把握するため、川幅があり、取水地点まであ

る程度距離がある水域を対象とする。 

図 1に対象水域の概況を示す。合流改善の効果を評価する地点として、2つの浄水場のほか、処理場の吐口と浄水

場の間に中間評価地点を 2つ設定した。 

 

処理場 吐口

浄水場①
浄水場②

中間評価地点①

中間評価地点②

0 200 400                 600                800                1000              1200            (m)

(m)

600

400

200

0

上流

下流

 

図 1 検討対象水域の概況及び評価地点 

 

検討対象の処理区では比較的早くから合流改善が実施されており、合流式下水道の雨天時越流水のモニタリン

グデータは、既に合流改善施設設置後のデータしか入手できなかったため、当研究室が過年度に開発してホーム

ページで公開している汚濁負荷流出解析モデルの下水研モデル 1)を用いて、合流改善前後の汚濁負荷流出を推定し
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た。ここで、降雨の設定については、越流水が発生する条件、かつ、河川への影響が大きいと考えられる状況を

想定し、検討対象とした自治体において合流改善計画策定時に採用されている代表降雨のうち、総雨量 10mm、20mm、

30mm の降雨を設定した。推定値の妥当性については、合流式下水道の雨天時越流水のモニタリングデータとの比

較により、概ね現象を再現できていることを確認した。 

平面 2次元移流拡散モデルの構築には MIKE21を用いた。モニタリングデータ及び対象水域での水質測定状況を

勘案し、水理・水質の境界条件は平成 16年のデータをベースに設定した。また、河川流量、水位、水質の状況は

合流式下水道からの雨天時越流水の効果及び影響が顕著となる低水状態を想定した。 

合流改善による効果の評価を実施するにあたり、図 1に示す処理場の下流に位置する 4地点(中間評価地点①②、

浄水場①②)を評価地点とした。図 2 に総雨量 10mm の降雨における浄水場②の合流改善前後の BOD と大腸菌群数

の比較結果を例示する。また、表 1 に各地点の BOD の最大値の合流改善前後の比較結果を示す。各地点において

合流改善による効果が明確に現れており、合流改善前後で BODの最大値では 16～32 mg/l、大腸菌群数の最大値で

は 0.6×108～2×108 MPN/100mlの改善効果が見られた。 
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図 2 合流改善前後の BODと大腸菌群数(総雨量 10mm・浄水場②) 

 

表 1 合流改善前後の各地点の BODと大腸菌群数の最大値 

総雨量 地点 
BOD 最大値(mg/l) 大腸菌群数 最大値(MPN/100ml) 

対策前 B 対策後 A B－A 対策前 B 対策後 A B－A 

10 

mm 

中間評価地点① 

(吐口から 1.2 km) 
46 19 27 2×108 0.3×108 1.7×108 

中間評価地点② 

(吐口から 4.2 km) 
47 17 30 2×108 0.3×108 1.7×108 

浄水場① 

(吐口から 8.6 km) 
41 15 26 2×108 0.2×108 1.8×108 

浄水場② 

(吐口から 11 km) 
32 12 20 1×108 0.1×108 0.9×108 

20 

mm 

中間評価地点① 57 40 17 3×108 1×108 2×108 

中間評価地点② 49 26 23 2×108 0.6×108 1.4×108 

浄水場① 44 27 17 2×108 0.7×108 1.3×108 

浄水場② 39 23 16 1×108 0.4×108 0.6×108 

30 

mm 

中間評価地点① 69 37 32 3×108 1×108 2×108 

中間評価地点② 47 26 21 2×108 0.8×108 1.2×108 

浄水場① 50 23 27 2×108 0.3×108 1.7×108 

浄水場② 38 20 18 1×108 0.4×108 0.6×108 

 

３．合流改善の効果検証手法の提案 

 水質挙動解析の解析結果から水道取水等の水利用に対する合流改善の効果(合流改善前後の比較)を評価すると
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ともに、その評価方法を整理した。図 3に、放

流先水域における合流改善効果の評価フロー

(案)を示す。 

一次評価としては、前章で示した水質の値の

合流改善前後の比較のほか、雨天時越流水によ

って水質悪化が生じる時間(影響時間)と影響距

離も評価対象とした。今回の検討においては、

影響距離については合流改善前後で大きな差は

見られなかった。表 2に合流改善前後の影響時

間の比較結果を示す。ここでの影響時間は、雨

天時越流水が生じる前の水質の水準を上回る時

間とした。総雨量 10mmの降雨において、浄水場

②では BOD、大腸菌群数とも合流改善前後で約 7

時間の差が見られた。 

二次評価としては、一次評価の結果を踏まえ、浄水場等での水質浄化に要する費用によって検討した。今回の

検討では、国内の浄水場における高度浄水処理の方法として広く用いられている粉末活性炭の添加による方法を

ベースとした。粉末活性炭処理に要する費用としては、粉末活性炭の薬品費だけでなく、粉末活性炭により増加

する汚泥の処理・処分費用も見込んで算定した。算定の結果、今回の結果では、1 降雨あたりの軽減費用合計の

45～71万円が見られた。検討対象とは異なる浄水場の例だが、「施設の運転面においては、降雨や渇水時など河川

の水質変動が著しい時は、その変動へ的確に追随することに苦慮するケースもあり、厳しい対応を余儀なくされ

ている」2)との報告があり、合流式下水道からの雨天時越流水が低減した場合には、浄水場の労働環境が改善され

る効果もあると考えられる。 

 

表 2 合流改善前後の BODと大腸菌群数の影響時間 

総雨量 地点 
BODの影響時間(時間) 大腸菌群数の影響時間(時間) 

対策前 B 対策後 A B－A 対策前 B 対策後 A B－A 

10 

mm 

中間評価地点① 

(吐口から 1.2 km) 
7 5 2 8 6 2 

中間評価地点② 

(吐口から 4.2 km) 
9 7 2 11 9 2 

浄水場① 

(吐口から 8.6 km) 
13 10 3 21 14 7 

浄水場② 

(吐口から 11 km) 
21 14 7 31 24 7 

20 

mm 

中間評価地点① 7 6 1 9 7 2 

中間評価地点② 9 8 1 12 11 1 

浄水場① 14 13 1 24 19 5 

浄水場② 22 21 1 33 31 2 

30 

mm 

中間評価地点① 8 7 1 10 9 1 

中間評価地点② 10 9 1 14 12 2 

浄水場① 15 14 1 21 20 1 

浄水場② 22 21 1 34 32 2 

 

４．簡易モデルとの比較 

ここでは、平面 2 次元移流拡散モデルを用いた検討を実施した。しかし、対象とする水域の特性によっては平

一次評価 二次評価

水質の値、影響時間、影
響距離の対策前後の変化

浄水場等での水質浄化
に要する費用の変化

水質項目 時空間的な範囲の項目

BOD等 水質

影響時間

影響距離

水質挙動解析結果

 
図 3 放流先水域における合流改善効果の評価フロー(案) 
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面 2 次元移流拡散モデルを使用せず、図 4 に示す簡易モデルによっても合流改善対策の効果を評価することは可

能と考えられる。今後の合流改善の効果を評価する際に参考となるように、表 3 に簡易モデルと平面 2 次元移流

拡散モデルの特徴を整理する。 

河川

T
処理場

水質Ｃ上流

＊環境基準点等での
既存の実測データ
を活用

流量Q放流 水質C放流

＊既存の実測データを活用
（対策前は、改善計画の対策前の負荷量として仮定）

流量Ｑ下流

水質Ｃ下流

流量Ｑ上流

負荷量Ｃ上流 負荷量Ｃ下流

＊負荷量Ｃ上流＝流量Ｑ上流×負荷量Ｃ上流

負荷量L放流

＊負荷量Ｌ下流 ＝負荷量Ｌ上流 ＋負荷量Ｌ放流

＊流量Ｑ下流 ＝流量Ｑ上流 ＋流量Ｑ放流

負荷量Ｌ下流

流量Ｑ下流

＊水質Ｃ下流 ＝

 

図 4 簡易モデルの概念図 

 

表 3 簡易モデルと平面 2次元移流拡散モデルの特徴 

モデル比較 簡易モデル 平面 2 次元移流拡散モデル 

表現（再現性） 
時間（時間的変化） × ○ 
空間（空間的変化） △ ○ 

適用範囲 
水利用 △ ○ 
河道特性 △ ○ 

モデル構築 
容易性 

手間 ○ △ 
データ入手 ○ △ 

費用 ○ △ 

特性及び 
適用性 

特 性 

手間をかけずに簡易的にモデル

を構築することができ、アカウンタ

ビリティを確保しやすい。 
時系列的な変化や空間的な濃淡

は表現できないが、最大値、平均値

などは個別に計算して表現できる。 
下流地点ほど影響時間が長くな

る現象は再現できない。 

物理的な現象を再現することが

でき、時系列での解析結果や縦横断

方向での水質拡散状況等、より細か

な情報を得ることができる。 
簡易モデルに比べ、モデル構築の

ためのデータ入手、モデル構築自体

にかかる手間と費用が大きい。 

適用が想定される流域 
都市域中小河川で、断面形状が単

断面等の比較的複雑ではない河川

流域。 

放流先河川が大河川であり、流れ

が複雑な流域や高度な水利用をし

ており、詳細な情報が必要な流域。 

 

５．おわりに 

 本研究では、放流先水域における合流改善の効果について、平面 2次元移流拡散モデルを用いた評価方法を整

理した。本研究で得られた成果および知見については、平成 25年度に 170の自治体で完了する合流改善の効果検

証を行う際の検討材料として活用可能である。 

 

参考文献 

1）国総研下水道研究室 HP：http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/wsdmodel/wsdmodel.html 

2）東京都水道局 HP：http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/water/jigyo/hyouka/daikibo_05.html 
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6. 下水道クイックプロジェクトの推進に関する調査 

 

        下水道研究室 室   長 小川 文章 

         主任研究官 深谷  渉 

         研 究 官 松橋  学 

        下水処理研究室 室   長 山下 洋正 

         研 究 官 濵田 知幸 

 

１．はじめに 

 平成 25年 3月 31日現在、全国の下水道普及率は 76.3％（下水道利用人口／総人口）となっているものの、下

水道計画区域にありながら未だに下水道が整備されていない、いわゆる下水道未普及人口は約 2000万人に上る。

また、人口減少や高齢化の進展、厳しい財政事情など、整備・改築を進めていく上での難しい問題を抱えている

地方公共団体も多い。こうした状況を踏まえ国土交通省が主導する「下水道クイックプロジェクト」（以下、「Ｑ

Ｐ」という。）では、「早く、安く、機動的に」を合言葉に、地域特性を踏まえた新たな整備・改築手法の導入を

進めるべく、複数のモデル都市において新技術の試験的な施工による社会実験を実施している。平成 26年 3月迄

に 7技術が提案され、社会実験の事業採択自治体は 14市町村に上る（表 1参照）。 

表 1 事業採択を受けたモデル市町村と採用技術 

 

北
海
道
苫
前
町 

北
海
道
遠
軽
町 

北
海
道
標
茶
町 

北
海
道
安
平
町 

岩
手
県
二
戸
市 

福
島
県
会
津
坂
下
町 

東
京
都
檜
原
村 

静
岡
県
浜
松
市 

愛
知
県
岡
崎
市 

愛
知
県
半
田
市 

岡
山
県
岡
山
市 

熊
本
県
益
城
町 

熊
本
県
宇
城
市 

鹿
児
島
県
日
置
市 

クイック配管 

露出配管     ● ● ●     ●   

簡易被覆              ● 

側溝活用     ●          

改良型伏越しの連続採用          ●  ●   

道路線形に合わせた施工       ●  ● ● ●  ●  

発生土の管きょ基礎への利用          ●     

流動化処理土の管きょ施工への利用        ●       

工場製作型極小規模処理施設（膜分
離型（ＰＭＢＲ）） 

    ●          

工場製作型極小規模処理施設（接触
酸化・膜分離型） 

● ● ● ●           

 
ＱＰでは、新たな技術を提案した地方公共団体が、実施設を利用した社会実験を実施する。社会実験では、様々

な観点から提案技術の性能評価を行い、より多くの公共団体において提案された技術の採用が可能になるように

問題点の整理及び改良を行うこととなっている。 

国総研では、社会実験を実施する地方公共団体が円滑に実験を進められるよう、平成 19年度より性能評価項目

や評価手法の提案・助言などの技術的支援を行っている。また、現在提案されている技術以外の技術についても、

随時、事前相談に応じている。平成 20年度には、各自治体が実施する社会実験における評価検証方法を取りまと

めた「社会実験検証のすすめ方（案）」をＱＰのホームページで公表し、技術を補完する調査研究として、露出配
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管における凍結現象に関する検討、曲管採用時における TV カメラ機材の作業性に関する実験、改良型伏越しにお

ける汚物堆積状況実態調査、流体解析シミュレーションによる水理解析を実施した。平成 21年度には、社会実験

終了技術の技術評価並びに技術利用ガイド（案）の作成及び公開、技術を補完する調査研究として露出配管の耐

久性試験を実施した。平成 22年度は、社会実験終了技術の技術評価並びに技術利用ガイド（案）を作成及び公開

し、技術を補完する調査研究として顕微鏡観察・分子量分析による露出配管の紫外線影響評価、改良型伏越しの

フラッシュによる清掃効果の検証を実施した。平成 23年度は、クイック配管（露出配管及び側溝活用型）の技術

評価並びに技術利用ガイド（案）を作成及び公開した。平成 24年度は、工場製作型極小規模処理施設（接触酸化

型）の技術評価並びに技術利用ガイド（案）を作成及び公開した。 

平成 25 年度においては、社会実験終了箇所のフォローアップとして、益城町に於けるクイック配管の外気温変

化による管体の熱伸縮に関する調査を実施した。また、社会実験継続中の箇所について、技術的助言を実施した。 

以下に、平成 25年度末現在の事業進捗状況、技術評価等について取りまとめる。 

 

２．平成 25年度の活動内容 

（１）平成 25年度末現在のモデル市町村進捗状況及び技術利用ガイド作成状況 

 平成 25 年度末現在の 14 のモデル市町村における社会実験の進捗は表 2 の通りである。国総研では、社会実験

の検証項目及び検証内容の提案や社会実験を実施する市町村への技術的助言及び総合的な技術評価を行っている。 

表 2 モデル市町村の進捗状況（平成 25年度末現在） 

事業採択市町村 現在の進捗 事業採択市町村 現在の進捗 

北海道苫前町 性能評価終了 静岡県浜松市 性能評価終了 

北海道遠軽町 性能評価中 愛知県岡崎市 性能評価終了 

北海道標茶町 性能評価中 愛知県半田市 性能評価終了 

北海道安平町 性能評価中 岡山県岡山市 性能評価中 

岩手県二戸市 性能評価中 熊本県益城町 性能評価終了 

福島県会津坂下町 性能評価終了 熊本県宇城市 性能評価終了 

東京都檜原村 性能評価終了 鹿児島県日置市 性能評価終了 

※各自治体で複数地区・複数技術が採択されている場合は、最も進捗している地区（路線）・技術の状況を記述している。 
 

 社会実験及び技術評価を終えた技術については、有識者で構成する下水道クイックプロジェクト推進委員会（委

員長：楠田九州大学名誉教授）に諮り、一般技術への移行の承諾を得た後、技術利用ガイド（案）を公表するこ

ととした。技術利用ガイドを作成、公表することとしている。平成 25年度末時点での作成状況を表 3に示す。 

表 3 技術利用ガイド等の作成状況（平成 26年 3月末時点） 

 社会実験検証の進め方 技術評価書 技術利用ガイド 

クイック配管 

露出配管 

公表済み 公表済み 公表済み 簡易被覆 

側溝活用 

改良型伏越しの連続採用 公表済み 公表済み 公表済み 

道路線形に合わせた施工 公表済み 公表済み 公表済み 

発生土の管きょ基礎への利用 公表済み 公表済み 公表済み 

流動化処理土の管きょ施工への利用 公表済み 公表済み 公表済み 

極小規模処理施設（ＰＭＢＲ） 公表済み 社会実験中 社会実験中 

工場製作型極小規模処理施設 
接触酸化 公表済み 公表済み 公表済み 

膜分離型 公表済み 社会実験中 社会実験中 
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（２）社会実験都市への技術支援 

 熊本県益城町で採用しているクイック配管（露出配管：塩化ビニル管ＶＰφ100、耐候性塗装なし）については、

社会実験を終え、技術利用ガイド（案）を公表している。現時点で施工後 4 年が経過しているが、この間、外気

温の影響による管体の熱伸縮による継ぎ手部のズレ（写真 1）が数回確認されている。 
技術利用ガイド（案）では、気温変化による伸縮対策としてヤリトリ継ぎ手（写真 2）の採用や伸縮を許容する

ための固定方法について触れているが、実現場では想定以上の伸縮や局所的な伸縮量の集中が発生している可能

性が考えられた。このため、益城町に設置されているクイック配管を対象に、平成 26 年 1 月～3 月の冬季期間中

に、伸縮による管きょ継ぎ手部の伸縮量の計測を実施した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
写真 1 伸縮による継ぎ手部のズレ         写真 2 やりとり継ぎ手 

（別紙）益城町露出配管の継手等配置図 
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調査対象区間（露出区間） 
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点検口① 点検口① 
点検口② 

 

   

   

 

   

   

  

 

取付管① 
取付管① 

取付管② 

基準点 No.383 小型 MH 

 
図 1 益城町におけるクイック配管伸縮量計測箇所 

1)伸縮量計測の概要 

露出配管区間における個々の管きょの伸縮量及び継ぎ手部の抜け出し量（差し込み量）を把握するため、継ぎ

手部毎（23箇所、図－1参照）に月１回（１～3月）の計測を行った。また、寒暖差の大きい任意の 1日について、

先と同様の計測を１日 3回実施した。 

 

2)計測結果 

 計測の結果、表 4に示す通り、計測範囲内にある 16 箇所のヤリトリ継ぎ手部で、伸縮による抜け及び差し込み

移動を確認した。1 ヶ月で継ぎ手 1 箇所当たり最大 2 ㎝の抜け及び差し込み、2 か月では最大 3 ㎝の抜けが生じて

いるが、継ぎ手部の伸縮量の平均は約 0 ㎜、スパン全体で見た伸びと縮みの収支は概ね合っており、管の伸縮が
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ヤリトリ継ぎ手部で吸収されていることを確認した。 
ただし、特定のヤリトリ継ぎ手（№8～10）に伸縮が集中している傾向が見られるほか、擁壁等に固定されてい

る取付管部（写真）が管軸方向に最大 1.2 ㎝移動していた。本来、ヤリトリ継ぎ手で伸縮量を吸収し、このような

固定部が移動することはクラック等の損傷を招くため好ましくない。 
またこの他、下記の事象が確認されており、伸縮対策を施す上で留意が必要と考えられた。 

・朝（6℃）から昼（19℃）にかけて気温上昇と共に伸びる傾向にあり、1 日で最大 7 ㎜の移動があった。 
・止めバンド形状及び設置具合により、管伸縮の支障になっている箇所が存在した。 
・直射日光により、管表面の温度は外気温の＋10℃程度になる。 
 

表 4 移動量計測結果 
（単位：㎜） （参考）

2月朝－昼差分 ２月朝－夕差分
抜け差し量 水平移動量 抜け差し量 水平移動量 抜け差し量 水平移動量

No,1 フリー 3870 2 2 1 6 1 -1
No,1-1 フリー 265 4 6 2 0 -6 -5
掃除口 フリー -5 -7 -1 3 0
No,1-2 フリー 3530 1 1 0 6 -0 0
No,2 フリー 2670 -3 -7 -4 4 -2 -2
小計 3 2 -1 -5 -6
No,1 フリー 4020 -1 0 1 6 -0 1
No,2 フリー 3775 -3 -5 -2 6 -7 -5
No,3 フリー 260 3 4 1 0 -4 -4
取付管 固定 12 13 1 5 4
No,4 フリー 4860 -1 -0 1 8 -1 -2
No,5 フリー 260 1 -1 -2 0 -6 -4
掃除口 フリー 3690 -6 -7 -1 6 4 3
No,6 フリー 3905 -0 -1 -1 6 -6 -4
No,7 フリー 4080 2 3 1 7 -7 -5
取付管 固定 -5 -4 0 1 -1
No,8 フリー 3590 -20 -21 -0 6 -4 -3
No,8-1 フリー 260 10 -9 -19 0 -7 -6
No,8-2 フリー 2720 13 32 19 4 -0 1
No,9 フリー 3865 -8 -20 -12 6 -4 -3
No,10 フリー 1045 9 23 14 2 -4 -2
No,11 フリー 1200 -0 1 1 2 -6 -3
No,12 フリー 4300 -1 -0 1 7 -4 -2
取付管 固定 1 1 0 -1 -1
小計 -4 -1 3 -52 -35
平均（東・西） -0 0 0 -2 -2
＋：抜け（縮み）
－：差し（伸び） ℃

最高気温
最低気温
平均気温
最高-最低

想定伸縮量

13.1

伸縮継手No, 固/ﾌﾘｰ 管長さ㎜

12.9

2月25日
17.7
0.0
8.9
17.7

2-3月差分

1月28日
13.5
0.6
7.7

3月17日
19.8
6.7
13.0

東側

西側

1-2月差分 1-3月差分

 
 
3)今後の課題 

平成 26 年度は、平成 25 年度の計測を継続し、下記について追加調査を実施する。 
・特定の継ぎ手に伸縮が集中する原因を調査。 
・日中の伸縮挙動を把握。 
・伸縮の大きい夏季も含めた年間の移動量を把握。 
 

３．おわりに 

 平成 25年度以降も、実施設を利用した性能評価が継続して実施されることから、技術的サポートをより充実さ

せ実施していきたい。また、既に社会実験を終え数年を経過した技術に関して、施工後の状況を把握し必要なフ

ォローを行う予定である。 

 

（参考文献） 

１）下水道社会実験ホームページ：http://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/mifukyu/index.htm 

２）平成 20年度下水道関係調査研究年次報告書集、国土技術政策総合研究所資料№543、pp19-34 
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7.下水処理施設への新たな衛生学的指標導入に関する検討 

 
下水処理研究室 室   長 山下 洋正  

主任研究官 重村 浩之 
研 究 官 藤井 都弥子 
研 究 官 小越 眞佐司 

 
１．はじめに 

現在、下水処理場からの排水に関する衛生学的項目として大腸菌群数が用いられているが、土壌由来の細菌や

環境中で増殖する細菌が含まれるなど、糞便性汚染を示す指標としての妥当性が低いことが指摘されている。上

水の水質基準項目については、平成 15 年に大腸菌群数から大腸菌数に変更されており、また環境基準（生活項目）

についても、項目を大腸菌数に変更するための実態調査や新たな基準値等の検討が進められていることから、下

水処理場放流水についても、大腸菌数の実態把握や導入する場合の基準値設定に関する検討を行う必要性が高ま

っている。 
河川水中の大腸菌群数及び大腸菌数については、公共用水域における実態調査、複数の分析方法を用いて縦断

変化や大腸菌群数に占める大腸菌数の割合を把握する調査等が行われている 1),2),3)。しかし、下水処理水について

は、大腸菌数の存在実態や大腸菌群数と大腸菌数の比率、分析方法の違い等による測定結果の比較に関する調査

事例は少ない。 
そこで本研究では、まず平成 23 年度に下水処理場からの放流水中の大腸菌数の存在実態及び同一測定方法にお

ける培地の違いによる影響を把握するための調査を行った。次に、平成 24 年度に季節や時間による大腸菌数の変

動傾向や大腸菌数と大腸菌群数との相関を把握するための調査を行った。さらに平成 25 年度に、測定者による測

定値のばらつきの程度を把握するための調査を行い、これらの調査結果をふまえた新たな基準値設定の考え方に

ついて検討を行った。 
 
２．研究内容 

（１）大腸菌の存在状況及び培地による測定結果へ影響の把握 
平成 24 年 2 月から 3 月にかけて、関東地方の下水処理場 9 か所を対象として放流水中の大腸菌の存在実態、培

地の違いによる影響を把握するための調査を行った。詳細については平成 23 年度下水道関係調査研究年次報告書

集 4)及び第 49 回下水道研究発表会講演集 5)にて報告しているため、ここでは調査の概要を述べる。 
１）測定方法及び使用培地 

①大腸菌数の測定 

・最確数法（コリラート QT トレイ及び EC ブループレート型） 

・平板培養法（クロモアガーECC 培地及びクロモカルトコリフォーム寒天培地） 

・疎水性格子付メンブレンフィルター法（クロモアガーECC 培地及びクロモカルトコリフォーム寒天培地） 

（以下、HGMF 法） 

  ※対象とした 9 処理場のうち 2 処理場（A 処理場、B 処理場）においては上記すべての測定方法、培地を用

いた測定を行った。その他の 7 処理場においては、コリラート QT トレイを用いた最確数法のみを用いて

測定を行った。 
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②大腸菌群数の測定 

上記 3 方法及びデソキシコール酸塩培地を用いた平板培養法（以下、デソ法） 

 

２）調査結果 

対象処理場における放流水中の大腸菌数及び大腸菌群数の最大値、最小値、平均値、中央値について図-1 に

示す。ここでは、測定日にかかわらず全ての測定結果における最大値等を示している。処理場によるばらつき

は大きいものの、大腸菌群数が 101～104CFUまたはMPN/100ml、大腸菌数が 100~103CFUまたはMPN/100ml
程度の範囲で存在していることが把握できた。 

図‐2 から図‐4 に、異なる培地を用いた最確数法、HGMF 法、平板培養法それぞれの測定結果を示す。横

軸は測定回を、凡例の A,B はそれぞれ A 処理場の試料、B 処理場の試料であることを示している。また、検出

下限値未満となった場合はグラフにプロットしていない。比較のため、各グラフにデソ法による大腸菌群数の

測定結果を示しているが、B 処理場においては 3 回の調査すべてで検出下限値未満であった。いずれの測定方

法においても、使用した培地による測定結果のばらつきは小さく、概ね同じオーダーの範囲内であった。最確

数法と HGMF 法については、概ね同程度の測定結果となったが、平板培養法については、特に低濃度（菌数が

およそ 103CFU または MPN/100ml 以下）の試料の場合、他の方法に比べて検出下限値以下となる場合が多か

った。 
 

 
 

図－2 異なる培地を用いた最確数法による 

大腸菌数測定結果 

図－3 異なる培地を用いた HGMF法による 

大腸菌数測定結果 

図－4 異なる培地を用いた平板培養法による 

大腸菌数測定結果 

図－1 対象処理場放流水中の 

大腸菌数及び大腸菌群数 
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（２）季節等による大腸菌数の変動状況の把握 
（１）の調査で対象とした下水処理場のうち 2 箇所（（１）において A 処理場、B 処理場と記述した処理場）

を対象として、消毒前処理水、消毒後放流水中の大腸菌数、大腸菌群数の測定を行った。詳細については平成

24 年度下水道関係調査研究年次報告書集 6)及び第 50 回下水道研究発表会講演集 7)にて報告しているため、ここ

では調査の概要を述べる。本調査では、夏季から冬季にかけて測定を行うことにより季節変動状況を、ある 1

日において 4時間間隔で測定を行うことにより時間変動状況をそれぞれ把握した。 

１）大腸菌数等の測定方法及び使用培地 
①大腸菌数の測定 

・最確数法（コリラート QT トレイ） 

・平板培養法（クロモアガーECC 培地） 

・疎水性格子付メンブレンフィルター法（クロモアガーECC 培地）（以下、HGMF 法） 

②大腸菌群数の測定 

上記３方法及びデソキシコール酸塩培地を用いた平板培養法（以下、デソ法） 
 

２）調査結果 
①季節変動 
A 処理場の試料における大腸菌群数及び大腸菌数の測定結果について、図‐5 に消毒前処理水の結果を、図

‐6 に消毒後放流水の結果をそれぞれ示す。 
消毒前処理水については、測定方法に関わらず大腸菌群数、大腸菌数ともに調査期間を通じてほぼ一定の

値を示し、季節変動はほとんど見られなかった。一方、消毒後放流水については、冬季の菌数が夏季の菌数

よりやや低い結果となったものの、測定方法の違いによる測定値のばらつきが見られ、明確な変動の傾向を

把握することはできなかった。また、平成 23 年度調査と同様に、平板培養法については低濃度の試料の場合

に他の測定方法より検出下限値以下となる場合が多い傾向が見られた。これは、より検出下限が低い他の測

定法が適していた試料が多かったためと考えられた。なお、B 処理場についても同様の傾向が見られた。 

 
 

 

 

   

図-6 消毒後放流水中の大腸菌群数及び大腸菌数 

（A処理場・季節変動調査） 

図-5 消毒前処理水中の大腸菌群数及び大腸菌数 

（A処理場・季節変動調査） 
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②時間変動 
A 処理場における 24 時間調査（中温期 10 月）の結果を図-7 および図-8 に示す。消毒前処理水については、

①の調査結果と同様に、採水時間や測定方法の違いに関わらず、大腸菌群数、大腸菌数ともにほぼ一定の値

を示しており、時間による変動はほとんど見られなかった。消毒後放流水については、夕方（18 時）から夜

間（22 時）にかけて大腸菌群数、大腸菌数ともに菌数が減少する結果となったが、①の調査と同様に測定方

法の違いによるばらつきが見られ、時間による変動の傾向を把握することはできなかった。なお、採水時間

ごとの処理水量等は把握できていないこと、各試料水の SS や残留塩素濃度と大腸菌の変動とに明確な相関は

見られなかったことから、今回見られた変動傾向の理由は不明である。 

 

（３）大腸菌数と大腸菌群数との相関 

（２）の調査結果から、大腸菌数と大腸菌群数との相

関について整理した。 

流入水、消毒前処理水、消毒後放流水それぞれの試料

水中の大腸菌群に占める大腸菌の割合の分布を図-9に示

す。横軸は大腸菌の割合、縦軸は該当する検体が全体検

体数に占める割合を示している。なお、各試料水の全体

検体数は、A 処理場と B 処理場の合計である。流入水に

おいては大腸菌数の割合が 30％から 40％を占める検体、

処理水においては大腸菌数の割合が 20％～30％の検体、

放流水においては大腸菌数の割合が10％以下の検体が最

も多く、統計学的な妥当性の検証が必要ではあるものの、

処理が進むにつれて大腸菌群に占める大腸菌の割合が低

くなる傾向が見られた。 
次にA処理場の放流水及びB処理場の放流水における

大腸菌群数と大腸菌数との相関をそれぞれ図-10、図-11
に示す。図-10 及び図-11 中の近似曲線は、大腸菌群に占

める大腸菌の割合(存在比)が一定であると仮定した場合

の線形近似で示している。それぞれ１つの処理場で見た

場合には、放流水中の大腸菌群数と大腸菌数との間にあ

図-9 各試料水中の大腸菌群数に占める 

大腸菌数の割合の分布 

図-10 A処理場放流水における大腸菌群数と 

大腸菌数との相関 

図-8 消毒後放流水中の大腸菌群数及び大腸菌数 

（A処理場・時間変動調査(中温期)） 

図-7 消毒前処理水中の大腸菌群数及び大腸菌数 

（A処理場・時間変動調査(中温期)） 
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る程度の相関関係（線形）が期待できるが、近似曲線の傾

きは各処理場で異なっていることから、存在比率は各処理

場の運転管理状況（下水処理方法、塩素注入量、消毒時間

等）等により異なっていると考えられた。 
 
（４）測定機関及び測定者の違いによる測定結果への影響の 

把握 

平成 26 年 1 月から 2 月にかけて、平成 24 年度調査にお

いて対象とした A 処理場（分流式（一部合流式）・標準活性

汚泥法・塩素消毒・処理量約 75,000m3/日）において消毒

前処理水、消毒後放流水中の大腸菌数、大腸菌群数の測定

を行い、測定機関及び測定者の違いによる測定結果への影響について把握した。 

１）調査内容 

①複数の測定機関による測定(以下、機関別測定)  

1 月下旬に採水を行い、7 機関（自治体 6 機関及び民間分析会社 1 機関）による菌数の測定を行った。採

水した試料は冷蔵して各分析機関に送付し、すべての機関において採水翌日の同時刻に作業を開始した。

また、試料水中にデータロガーを挿入し、低温(概ね 3℃)が保たれていることを確認した。 

なお、各分析機関で実施可能な方法による測定を依頼したため、機関により実施した測定方法の数が異

なっている。各機関で用いた測定方法を表-1 に示す。 
②複数の測定者による測定(以下、測定者別測定) 

2 月中旬に採水を行い、同一機関に所属し、分析経験

年数の異なる 3 名（生物関連の分析経験がそれぞれ A：1
年、B：5 年、C：7 年）の測定者による菌数の測定を行

った。 

２）測定項目 

一般水質項目として水温、pH、浮遊物質（SS）、残留塩

素（放流水試料のみ）、微生物項目として大腸菌群数、大腸

菌数について測定を行った。水質項目の測定は下水試験方

法に基づいて実施し、放流水には残留塩素濃度の測定後に

中和のためチオ硫酸ナトリウムを添加した。 

３）大腸菌数等の測定方法及び使用培地 

下記の通り、（２）の調査と同じ測定方法及び培地を用いた。 

①大腸菌数の測定 

・最確数法(試験管型またはトレイ型容器、コリラート培地) 

・平板培養法（クロモアガーECC 培地） 

・メンブレンフィルター法（以下、MF 法）及び疎水性格子付メンブレンフィルター法（以下、HGMF 法） 

（クロモアガーECC 培地） 

②大腸菌群数の測定 

上記 3 方法及びデソキシコール酸塩培地を用いた平板培養法（以下、デソ法） 

 

試験管型 トレイ型

A ○ ○ ○ ○

B ○ ○

C ○ ○ ○

D ○ ○ ○

E ○ ○ ○

F ○ ○ ○ ○

G ○ ○ ○ ○ ○

HGMF法デソ法 平板培養法
最確数法

MF法

表-1 機関別測定において各機関が 

実施した測定方法 

図-11 B処理場放流水における大腸菌群数と 

大腸菌数との相関 
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４）調査結果 
①機関別測定 

a.水質項目測定結果 
各機関で分析開始時に測定した処理水及び放流水の一般水質項目測定結果を表-2 に示す。温度等にやや

差が見られたが、測定に大きく影響するものではないと判断した。また、SS については放流水のほうが高

い値を示した。なお、放流水の残留塩素濃度は 0.21mg/l であった。 
b.大腸菌数及び大腸菌群数の測定結果 
放流水中の大腸菌数は、ほぼすべての測定機関、測定方法において 10CFU または MPN/ml 以下であり、

機関によるばらつきは見られなかった。（機関 D の平板培養法による測定のみ 30CFU/ml）。 
次に、処理水中の大腸菌数について、平板培養法による測定結果を図-12 に、最確数法による測定結果を

図-13 に、MF 法/HGMF 法による測定結果を図-14 に示す。なお、図-13 において、機関 B は 3 回の測定

全てで用いた測定方法の上限値を超過していたためグラフに示しておらず、機関 D は 3 回の測定全てで同

じ測定値であった。 
これらの結果より、平板培養法及び MF 法/HGMF 法では、各測定機関の測定値のオーダーは同程度で

あったが、最確数法では、測定値の範囲が広く、同一機関内でもばらつきが大きい傾向にあったことから、

測定方法の選定においても考慮すべき事項と考えられた。 
このため、3 測定方法それぞれについて変動係数を算出してばらつきの大きさを検討した。平板培養法に

ついては、3 回の測定値がいずれも平板培養法の菌数計測に適しているとされている範囲内(下水試験方法

より 30～200CFU/ml)に収まっていた C、D、E、F の 4 機関について算出したところ、機関 D は約 22％
であり、他の 3 機関はいずれも 20％以下であった。最確数法については、変動係数は機関 D の 0％から機

関 C の 78%の範囲であり、MF 法/HGMF 法については、機関 A は 36％であり、他の 3 機関はいずれも 1
5％以下であった。測定値の変動の許容範囲の目安として、例えば上水については、厚生労働省から各水質

項目の測定結果における変動係数（標準偏差を平均値で除した数値）が、基準値の 1/10 の値付近で 10％も

しくは 20％の範囲内となるような精度を確保することとの通知が出されている 8)。これを参考として考え

ると、最確数法については、菌数自体は低いものの変動係数が大きい機関が見られたが、平板培養法と M
F 法/HGMF 法については、概ね問題ない測定精度の範囲であると判断された。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図-12 処理水中の大腸菌数測定結果 

（機関別測定・平板培養法） 

消毒前処理水 放流水 消毒前処理水 放流水 消毒前処理水 放流水
水温 pH SS

17.6 17.8 6.9 6.9 0.4 3.2A

13 12 6.8 6.8B 0.3 3.9

3.0

18.9 18.4 7.14 6.81 <1.0 3.7

20 20 6.6 6.6 0.4

411 11 6.4 6.4 < 1

17.4 16.4 6.85 7.1 0.2 6.5

C

D

E

F

表-2 水質項目測定結果（機関別測定） 
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②測定者別測定 

a.水質項目測定結果 

処理水及び放流水の一般水質項目測定結果を表-3 に示す。

   ①の調査とほぼ同じ結果となった。また、放流水中の残留

   塩素濃度は 0.05mg/l 以下であった。 
b.大腸菌数及び大腸菌群数の測定結果 
本調査においても、放流水中の大腸菌数はすべての測 

 定方法において 10CFU または MPN/ml 以下であり、測定

 者によるばらつきはほとんど見られなかった。次に平板培

 養法による処理水中の大腸菌数測定結果を図-13 に示す。各

 測定者の測定値は 50～75CFU/ml、変動係数はほぼ 10％以

 下であった。 
 

（５）新たな基準値設定の考え方 

これまでの調査結果を踏まえ、現在の指標である大腸菌群数

を大腸菌数に変更しようとした場合の基準値設定の考え方につ

いて検討を行った。まず、基準値の目安となる大腸菌数の値

を設定する。設定に当たっては、①全国の下水処理場放流水

中の大腸菌数について実態を把握し、例えば 95 パーセンタイル値を目安の値とする、②大腸菌数と大腸菌群数

との間に相関があると仮定し、現在の基準値から算出するといった方法が考えられる。 
例えば②の考え方で、現在の基準値の大腸菌群数 3,000 個/ml に対して、（３）の結果より放流水中の大腸菌

群に占める大腸菌の割合を 10％と仮定すると、大腸菌数 300 個/ml となる。この目安値に対してさらに変動係

数として例えば 20%を仮定すると、基準値は 360 個/ml 程度と試算される。これは試算例に過ぎないが、現実

的な平板培養法（希釈操作も含め）で基準適合が判断できる範囲の基準値案を合理的に定めうる技術的可能性

を示しているものである。 

 

 

 

図-15 処理水中の大腸菌数測定結果 

（測定者別測定・平板培養法） 

水温 ｐH SS 残塩濃度

処理水 16.4 6.9 0.5

放流水 17.8 6.9 3.2 <0.05

表-3 水質項目測定結果（測定者別測定） 

図-13 処理水中の大腸菌数測定結果 

（機関別測定・最確数法） 

図-14 処理水中の大腸菌数測定結果 

（機関別測定・MF法/HGMF法） 
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４．まとめ 
本研究により、放流水中の大腸菌数の存在実態、変動状況、大腸菌群数との相関等についておおよその傾向を

把握することができた。また、測定方法（今回は平板培養法）に適した測定値範囲の場合には、処理水中の大腸

菌数測定結果の変動係数が 10％～20％程度におさまることが確認できた。この測定精度は、一般的な測定精度の

考え方として水道での事例（厚生労働省通知 8））から見ても、概ね問題ない範囲であると考えられる。この結果

から、今後、新たな指標による基準値を検討する場合の考え方について、実態調査の結果や従来の指標と新たな

指標との相関等から目安となる値を設定し、さらに変動係数を考慮して基準値を検討する考え方を整理した。 
得られた結果は、今後の新たな衛生学的指標導入の際の基準値、及び公定法選定における基礎的知見としての

活用が期待される。 
 
参考文献 
1)和波一夫,竹内健,三島寿一,森岡浩然：親水性水域の大腸菌群数等の測定結果,東京都環境化学研究所年報,2007 
2)例えば和波一夫,石井真理奈,木瀬晴美：都内河川の大腸菌群数に関する研究(1)多摩川の大腸菌群と大腸菌の挙動,
東京都環境化学研究所年報,2010 
3)保坂三継,勝田千恵子,榎田隆一,瀬戸博：水道原水・浄水等における原虫類並びに糞便汚染指標細菌類調査結果(平
成 14 年度),東京健康安全研究センター年報,54,290-295,2003 
4)平成 23 年度下水道関係調査研究年次報告書集,69-74,2012 
5)藤井都弥子,小越眞左司,對馬育夫：異なる測定方法を用いた下水処理水中の大腸菌数測定結果の比較検討, 第 49
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8) 厚生労働省：水質基準項目の測定精度（水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに
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図－1 現地調査におけるガス採集の様子 

8.生物処理過程における N2O発生抑制手法に関する検討 

 
下水処理研究室 室   長 山下 洋正  

主任研究官 重村 浩之 
研 究 官 道中 敦子 
研 究 官 大西 宵平 
研 究 官 川住 亮太 

 
１．はじめに 

生物反応を利用した下水処理プロセスでは、二酸化炭素（CO2）のほかに、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N
2O）が発生することが特徴である。この中でも水処理・汚泥処理から排出される N2O は、CO2の約 310 倍の温

室効果を有し、下水道事業全体の地球温暖化ガス（GHG）排出量においてこれらの占める割合は無視できないこ

とから、地球温暖化防止対策の一環として排出量の削減が取り組まれている 1)。汚泥焼却過程で発生する N2O に

ついては高温焼却の実施により N2O 排出量削減が可能と報告されているが、水処理における排出実態については

依然として不明な点が多く、未だ明確な対応策が講じられていない。 
また、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）のもと、自国の温室効果ガス排出量について報告することが義務付

けられており、N2O についても終末処理場から排出される温室効果ガスとして計上されるが、地球温暖化対策推

進法の政令および温室効果ガスインベントリでこれまで定義されている終末処理場のN2O排出係数（従来値）は、

係数算定の根拠として用いられている研究データが 1998 年までに実施されたものであり 2)、実測値を取得した時

期が古く限られたデータの平均値であることから、実態が十分に反映されていないことが課題となっていた。 
そこで本研究では、より精緻な排出係数を試算するため実下水処理場を対象に排出実態の把握と測定方法の検

討を行った。加えてパイロットプラントを用いた発生抑制手法の検討を行った。23 年度では主に高窒素負荷の処

理場を、24 年度では窒素除去率の高い処理場、25 年度では N2O 発生量が多いとされた標準法、嫌気好気法につ

いて実態調査を実施し、あわせて測定方法についても検討した。発生抑制手法の検討として、処理方式による比

較を行い発生量の低い処理法を検証した。 
 
２．研究内容 
（１）下水処理施設における N2O 排出量実態調査および排

出係数の試算 
主要な下水処理方式（標準活性汚泥法（標準法）、嫌気好

気活性汚泥法（AO 法）、嫌気無酸素好気法（A2O 法）、ス

テップ流入式多段硝化脱窒法、膜分離活性汚泥法（MBR 法）

等）について、計 18 カ所の実下水処理施設にて現地調査を

計 37 回実施した。 
１）調査方法 

処理過程における N2O 排出量の実態を把握するため、

下水処理場において 24 時間調査（2 時間に 1 回サンプリ

ング）を実施した。処理場好気槽および嫌気槽から発生

するガスはガス捕集器 3)を用い、ロート部を水面部に固

39



定し、ガス採取を行った。図－1に調査の様子を示す。採取したガスおよび液体試料は、電子捕獲検出器(ECD) 
付ガスクロマトグラフ（SHIMAZU ガスクロマトグラフ GC-8A）を用い、N2O 濃度の測定を行った。ECD で

は導入部および検出部温度を 250℃、カラム温度を 80℃に設定した。カラムは PORAPAK-Q（1m、80/100 メ

ッシュ、Waters 社）を用い、キャリアガスに Ar+CH4(5%) を使用した。液体中の N2O 濃度は、ヘッドスペー

ス法（温度 40℃、恒温時間 150 分、HEADSPACE Autosampler tekmar 7000 （Tekmar-DOHRMANN 社））

により分析を行った。採取時には、生物反応を阻害するため、へッドスペース用のバイアル瓶に試料を密閉し、

反応阻害剤としてグルコン酸クロルヘキシジン溶液を添加した（最終濃度：0.26%）。N2O 排出係数は下水処理

場から系外へ排出される N2O 量（大気放出量）を処理水量で除することで算出した。従来値との比較のためこ

こでは、ガス態として排出される N2O 量のみを計上し、処理水中の溶存態 N2O については含まない。 
 

２）調査結果 
本調査で得られたデータのほとんどは従来値

160 mg N2O/m3を下回っていた。図－2に、従来

値の根拠となった 8 データ（プロット（◆））と、

現地調査より算出した大気中に放出される N2O
排出係数を示す。プロット（◇）は調査ごとで算

出されたガス態 N2O 排出係数であり、プロット

（■）は各調査データを「窒素除去を行わない処

理方式」と、「窒素除去を行う処理方式」に分類し

平均した値である。それぞれ97 mg N2O/m3、4 mg 
N2O/m3であり、窒素除去を行う処理方式は低い

値となった。 
 また、標準法、AO 法 22 データのうち従来値を

上回る値が観察されたのは 2 データだけだったが、

1040 mg N2O/m3、536 mg N2O/m3と、非常に高か

ったことから平均値に大きく影響したと考えられる。また、N2O の大半は好気槽にて排出されていた。 
一方、窒素除去を行っている処理場では、特異的に大きな値は観察されなかった。特に、MBR 法では、大気

中に放出される N2O 排出係数はいずれの調査においても 1 mg N2O/m3以下と非常に低い値だった。 
それぞれの処理方式における窒素除去率の平均値は、標準法が 48%、AO 法が 62%、窒素除去を行う処理法

（MBR 法を除く）が 70%、MBR 法が 78%だった。また、窒素除去量を考慮して算出した N2O 転換率（窒素

除去量あたりの系外に排出されるガス態、溶存態を含む N2O 量）は、標準法で 0.0-6.7% (算術平均：0.88 %)、
AO 法で 0.0-2.5％（0.51 %)、窒素除去を行う処理法（MBR 法を除く）で 0.0-0.4％(0.092 %)、MBR 法で 0.0-0.1％
(0.046 %)であり、標準法が高く MBR 法が低い傾向が示されている。生物反応槽から発生する N2O は、アンモ

ニア酸化反応の副産物として発生し、系内における硝化の進行の有無などにより左右されるため、このように

窒素除去を行う処理方式と行わない処理方式によって大きく発生量が異なることは妥当であると考えられた。 
 処理水質に基づいて、硝酸型、亜硝酸型、硝化脱窒型、未硝化型に分け排出量を比較すると、亜硝酸型が最

も高いと報告されている 4）。本調査のうちで高い値が観察された 2 データのうち１つは、処理水中亜硝酸濃度

が 1 mg /L を超えており亜硝酸型に分類される。このような、系内に亜硝酸が蓄積し N2O 発生量が高くなる現

象はこれまでにも報告されおり、完全硝化を促進する運転を行うことで発生量を軽減できる可能性が示唆され

た 5, 6)。しかしながらもう一つは、反応槽内にて亜硝酸生成が観察されたことからそれが N2O 発生量に関与し

図－2 従来値および国総研調査結果に基づく 

排出係数 
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ている可能性があるが、処理水中亜硝酸濃度は 1 mg /L を超えておらず亜硝酸型には分類されない（0.07～0.88 
mg /L，平均 0.56 mg /L）。反応槽内における亜硝酸生成濃度も 1 mg /L（0.6 mg /L 以下）を超えることはなく、

N2O 発生量が高くなった原因は不明であり、発生機構の解明は今後の課題である。 
 
（２）連続モニタリングと 24 時間スポットサンプリングの比較による測定方法の検討 
これまで実施してきた実態調査はいずれも 24 時間スポットサンプリングであり、2 時間に 1 回、ガス採取・採

水を各反応槽で 1 か所実施するものである。しかしながら、N2O の発生は、場所・時間ともにバラつきが大きい

ことから、24 時間スポットサンプリングでは過大もしくは過小評価をする恐れが懸念されている。そこで、脱臭

対策のためダクト・覆蓋が設置されている処理場を対象に連続モニタリングと 24 時間スポットサンプリングの比

較を行った。 
１）調査方法 

標準法、AO 法の処理場にてそれぞれ 10 月と 1 月に実施した。連続モニタリングは 1 回あたり約 2 週間実施

した。連続モニタリング装置（Model46i 日本サーモ社）は N2O ガスを非分散赤外線吸収法で検出するため、

赤外線吸収干渉成分（水分、CO2）や腐食性ガス（硫化水素）を除去する前処理装置（Model 4N-300 日本サ

ーモ社）を接続し、排気ダクトに設置して N2O 濃度を測定した。調査は、処理場から発生するガス態 N2O 総

量が把握できるようにダクト末端の集合管にて実施した。ダクト風速は熱式風速計（Anemometer AM-09S 
リネン社）にて調査期間に 3 回測定し平均値を用いた。24 時間スポットサンプリングは（１）同様の方法で、

連続モニタリング実施期間中に 1 回行った。2 週間で得られたデータの平均を用いて、ダクトを通過し処理場か

ら放出される N2O 量（N2O 濃度の 1 時間平均値に時間あたりのダクト風量を乗算）を算出し、処理水量で除す

ることで N2O 排出係数を算出した。 
 

２）調査結果 
表－1に 4 回実施した調査について、24 時間ス

ポットサンプリングと連続モニタリングにより算

出した排出係数を比較した結果を示す。連続モニ

タリングについては、調査期間の中で 24 時間ス

ポットサンプリング実施同日の連続モニタリング

データ(24 時間)を用いて「日平均」を、約 2 週間

連続して取得したデータを用いて「調査期間平均」

を算出した。 
まず、「日平均」と 24 時間スポットサンプリン

グの結果を比較した場合、A 処理場では、連続モ

ニタリングと 24 時間スポットサンプリングは比

較的近い値が得られた。一方、B 処理場では、10
月、1 月ともに、連続モニタリングの値が 24 時間

スポットサンプリングより低かった。そこで、曝

気風量とダクト風量を調べたところ（表－2）、A
処理場では曝気風量に対しダクト風量が大きいこ

とから、発生した N2O の大半はダクトへ回収され

ていると考えられた。一方 B 処理場では、曝気風量の方が大きかったことから、回収されずに直接系外へ排出

 

表－1 異なる測定方法による排出係数の比較 

 

表－2 好気槽 1槽あたりの曝気風量及びダクト風量 

（mg N2O/m3）

調査期間平均1) 日平均2)

A 10月 23 　- 26

(標準法) 1月 65 62 58

B 10月 110 39 47

(AO法) 1月 374 482 912
1) 実施期間(約2週間)で得られた連続モニタリングデータを使用

連続モニタリング

2) 24時間スポットサンプリング期間で得られた連続モニタリングデータを使用

処理場
24時間

スポットサンプリング

反応槽曝気風量 排気ダクト風量
処理場 Nm3/h Nm3/h

10月 191 423 221%

1月 349 389 111%

10月 429 309 72%

1月 627 313 50%

好気槽1槽あたりに換算した平均値

A

B

曝気風量に対する
ダクト送風量の割合
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されたのではないかと示唆された。特に 1 月調査時では、連続モニタリングによる排出係数が 24 時間スポット

サンプリングより半分程度低いが、ダクト風量

が曝気風量の 50%程度であることから残りは

系外へ直接排出されたと考えられた。 
次に、連続モニタリング実施期間（約 2 週間）

で得られたデータを用いて排出係数を算出した

結果と 24 時間スポットサンプリング結果を比

較する。A 処理場の場合は、日平均同様いずれ

も近い値を示したが、B 処理場の 1 月調査時に

ついては、連続モニタリングの方が 24 時間ス

ポットサンプリングより低かった。これは上述

のとおり、ダクト風量が曝気風量より低いこと

が影響していると考えられた。一方、10 月調査

時は 24時間サンプリングの方が低い値だった。 

図-3に連続モニタリングによる計測結果の例

を示す。連続モニタリングの結果を見ると、10
月に実施した B 処理場における調査を除いて、

図-3の a)や b)の前半に見られるような連続し

たパターンが繰り返されていた。N2O 濃度は、

日変動があるものの、調査期間（約 2 週間）の

間、同じようなパターンを繰り返していることがわかった。しかし、10 月に実施した B 処理場における調査で

は、突然 N2O 濃度が低下する現象がみられた。これは、台風と重なってしまい雨天の影響を受けたことから

N2O の発生が著しく低下したためと考えられる。さらにこの期間に 24 時間サンプリングを実施したため、連続

モニタリングの値より非常に低い値となった。 
以上のことから、雨天・運転方法変更時など、通常と異なる状況を避ければ、スポットサンプリングでも 24

時間実施し平均することで代表値を得ることが出来ると示唆された。また、連続モニタリングにて排出量を評

価する場合は、ダクトに回収されないガスについても留意する必要があることがわかった。 
 

（３）パイロットプラントによる N2O 発生抑制運転検討 
現地調査の結果より処理法ごとに N2O 排出量が異なることが示された。そこで、処理方式の変更により、N2O

排出量に違いが出るか、パイロットプラントを用いて確認した。 
１）実験方法 

実下水処理場内に設置した完全覆蓋型活性汚泥処理実験装

置を用いた。図-4に示すとおり、本装置は６つの反応層（6.6L/
槽）と沈殿池（13.2L）から構成されており、流入水として当

該下水処理場の実下水を沈殿処理したものを用いた。RUNI
では運転開始時は標準法にて運転し（0～18 日目）、その後、

前段 2 槽（反応槽１及び２）の曝気量を 1/10 にし擬似 AO 法

に変更した（18～35 日目）。RUNII も同様に標準法にて運転し（0～18 日目）、その後、前段 2 槽の曝気を停止

し AO 法にて運転した（18～35 日目）。 各反応層から発生する気体はテドラバックに採集し、上述の（１）同

図-4 パイロットプラント実験装置概要 

 

図-3 連続モニタリングによる 

ダクト内 N2O濃度の変動 
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様に N2O 濃度を電子捕獲検出器(ECD) 付ガスクロマトグラフにて、また溶存態 N2O はヘッドスペース法にて

測定した。採取した活性汚泥試料はガラス繊維ろ紙（0.45μm）でろ過後、TRAACS2000（Bran-Luebbe 社）

を用いて比色法にてアンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素を測定した。N2O 排出量は、反応槽から大

気放出されるガス態 N2O と放流水中溶存態 N2O の和を流入水量で除することにより算出した。 
２）実験結果 

運転期間中の運転条件および水質等を表-3に示す。運転期

間を通して、RUN1、RUN2 ともに流入水質に変化は見ら

れなかったことから、曝気風量以外はほぼ同じ条件下で運

転していることがわかる。 
図‐5に運転期間の N2O 排出量を示す。RUN1、RUN2

いずれも標準法による運転時から、AO または擬似 AO 法運

転に変更後、N2O 排出量は減少することが観察された。標

準法で運転していた期間（Day0～18）における排出量は

RUN1、RUN2 それぞれ平均 682、642 mg N2O/m3だった。

一方、擬似AO法またはAO法に運転方式を変更した後は、

推移期である Day20 を除くとそれぞれ平均 106、58 mg 
N2O/m3であり、変更後に N2O 排出量はいずれの RUN
においても 80％以上減少した。代表的なデータとして

Day11, Day28 における N2O 排出量フロー図を図‐6に

示す。標準法による運転時では、第 1、2 槽からの排出が

約 80％を占めており、後段ではガス態、溶存態いずれも

ほとんど観察されなかった。一方、擬似 AO 法または AO
法にて運転した場合、嫌気槽からガス態・溶存態ともに

ほとんどなく排出されておらず、第 3、4 槽が主な排出箇

所だった。また、標準法で排出量が大きかった第 1 槽に

比べて擬似 AO 法及び AO 法の第 3 槽における排出量は

10％程度と低いものだった。 

 
図-7に代表データにおける溶存態窒素の推移を示す。RUN1、RUN2 ともに同じ傾向を示した。標準法で運

転した場合（図-7 a））、 第 1 槽から硝化が進行し、第 4 槽ではほぼ NO3-N へ転換された。一方、擬似 AO 法

及びAO法で運転した場合は、（図-7 b））、第4槽から硝化が進み6槽目でほぼNO3-Nへ転換されていた。RUN1、
RUN2 ともに運転方法を変更後、窒素除去率が約 10％向上しており、窒素除去能力が向上したことから、N2O

図-6 各反応槽における N2O排出量の推移 

図-5 異なる処理方式における N2O排出量の推移 

表-3 運転条件と運転期間中の水質 
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発生量が抑制されたと考えられた。 
以上のことから窒素除去を目的とした高度処理を行うことで処理水の水質改善だけでなくN2O排出量を削減

することができることが示唆された。 
 
３．まとめ 
実下水処理場から発生する N2O 量は処理方式によ

り異なっており、窒素除去を目的とした処理方式では

排出量が比較的低いことがわかった。下水処理プロセ

スでは、嫌気・無酸素条件よりも好気条件下にて発生

する N2O 量が格段に高いことが明らかとなった。また、

本研究により得られた実態調査結果は、温室効果ガス

インベントリにおける「生活・商業排水の処理に伴う

N2O 排出（終末処理場）」の係数が改訂に活用された 7)。

実態調査を行う上で連続モニタリングと 24 時間スポ

ットサンプリングの測定方法を検討したところ、いず

れの方法でも妥当な値を得られることが確認された。

しかしながら、24 時間スポットサンプリングは、各反

応層にて 24 時間の試料採取が必要であり、精度を上げ

るためには複数回実施する必要がある。一方、連続モニタリングは覆蓋・ダクトが整備されていることが必須で

あり適用できる処理場が限られること、設備の設置場所について制限があること、また、曝気風量がダクト風量

を上回っていた場合、過小評価となる点に留意しなくてはならないことがわかった。 
加えて、パイロットプラントを用いて処理方式による排出量を比較したところ、標準法に比べて擬似 AO 法及

び AO 法は窒素除去率が向上し、N2O 排出量が 10％程度に抑制されることが示された。以上のことから窒素除去

効率を上げる運転を行うことで N2O 排出量は抑制されることが示唆された。 
これらの結果から、窒素除去率があがる運転方法を行うことにより N2O 発生量を抑えられることが示され、今

後、高度処理法の導入により N2O 排出量が抑制されることが期待される。 
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図-7 各反応槽における無機態窒素の推移 
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9.流域における水環境マネジメント技術に関する検討 

 

下水処理研究室 室 長  山下 洋正 

  主任研究官  田隝  淳 

研 究 官  濵田 知幸 

１．はじめに 

流総計画では、公共用水域の環境基準達成を目的として、流域内下水処理場の処理水量・計画処理水

質を設定している。一方で、下水道に課せられる新たな役割として、エネルギー使用量削減など新たな

社会的要請への対応が求められている。基準点毎に環境基準達成を担保しつつ、流域内各下水処理場の

うち大規模処理場にて集約的に汚濁負荷削減を進めることにより、個別処理場で対策を実施する場合に

比べて、効果的にエネルギー使用量を削減できる可能性がある。 

本調査では、エネルギー使用量の低減を目的とした集約的な高度処理実施など、所定の汚濁負荷削減

を達成しつつエネルギー使用量も最適化する新しい下水道計画の策定に際して、技術資料として活用す

るため、処理法や処理規模毎に単位窒素除去量あたりのエネルギー使用量（以後、エネルギー原単位）

を整理した。具体的には、水処理に係るエネルギー使用量を明らかにするため、処理法や処理場規模毎

に概略設計を行った。個別設備の定格電力を積み上げ、電力量からエネルギー使用量（重油換算）を算

出した。これを窒素除去量で除してエネルギー原単位とした。更にこれらのエネルギー原単位を用い、

モデル流域での窒素除去の集約、省エネ機器導入によるエネルギー使用量を試算することで、エネルギ

ー最適化方策の実施による効果･課題等を整理した。 

 

２．処理法･処理場規模によるエネルギー原単位の整理  

水処理方式毎にエネルギー原単位を算出するため、水処理設備の概略設計を行い、個別設備の電力量

を積み上げた。設計水量は 1 万 m3/日、5 万 m3/日、10 万 m3/日の 3 条件とした。概略設計の対象水処理

方式は標準法、高度処理法として循環法、A2O 法、多段法（2 段ステップ）の 4 処理方式とした。高度

処理については、その方法によりエネルギー使用量、除去率が変化する。本検討では代表例として、循

環法、A2O 法の循環比は 1.8、多段法は 2 段ステップで内部循環がない条件で概略設計を行った。なお、

A2O 法はリン除去も目的とした高度処理法であるが、窒素除去の観点で循環法、多段法と比較した。 

 

２．１ 概略設計方法 1) 

(1) 設計条件 

① 反応槽の流入水質･流量の設定と容量計算方法 

表 1 に反応タンクの容量計算の条件設定を示す。冬期の計画流入水量は、下水道設計指針の計算

例 1)に準じて、夏期の 0.8 倍とした。流入水質の設定値と容量計算結果から試算した処理水質を表 2

に示す。流入水質については、冬期流入水質は設計指針に記載の流入水質で設定、夏期は流量を考

慮し負荷量一定となるよう設定した。水温は夏期 24℃、冬期 13℃とした。反応タンク容量について、

標準法は HRT をベースに設計するため、流入水量の多い夏期の水量･水質で算定した。高度処理は窒

素除去をベースに検討するため、冬期の水量･水質で算定した。AOR について、標準法では夏期は硝

化進行、冬期は硝化なしと考え設定した。高度処理法では年間を通じて硝化進行するものと考え設

定した。処理水質については硝化を考慮し、設計指針に記載された容量計算方法により算出した。
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反応タンク末端の DO は 1.5mg/L とした。 

  ② 沈殿池 

最初沈殿池と最終沈殿池の設計は計画日最大汚水量で設計した。最初沈殿池水面積負荷は分流式

を想定し、設計指針掲載値の中間値として、50m3/m2/d を採用した。最終沈殿池水面積負荷は、設計

指針掲載値の中間値として、標準活性汚泥法は 25 m3/m2/d、高度処理法は 20 m3/m2/d を採用した。

沈殿池の形状は矩形の 1 階層とし、反応タンク 1 槽に対し沈殿池 2 池とした。反応タンク水深は 5m、

幅は 5～8m とした。 

 

 

 

 

(2) 設備仕様の設定 

 容量計算結果をふまえ、表 3 に示す各設備の能力を設定し、電力量を算定した。 

沈殿池における汚泥掻き寄せ機は連続式汚泥掻き寄せ機 1 池 1 駆動、スカムスキマは電動シリンダー

方式 1 池 1 駆動、汚泥ポンプ(φ100×1.0m3/min)は運転時間が 12 時間を超える場合に複数系統化した。 

 反応タンクにおいては、攪拌機は水中機械撹拌方式とし、嫌気槽･無酸素槽の縦横比が 1:2 を超える

場合は複数台設置した。また、散気装置は全面曝気方式とした。循環ポンプは設計対象水量の 1.5 倍の

揚水量になるようにした。 

送風機について、反応タンクの必要風量に対して送風機 3 台構成とし、必要風量に応じて機種選定し

た。 

夏期条件 冬期条件 夏期条件 冬期条件

流入水量(m3/d) 10,000 8,000 10,000 8,000

初沈流入水質
(mg-N/L)

33.6 42.0 33.6 42.0

流入負荷(g-N/d)

AOR
容量計算

(硝化進行)
容量計算

(硝化なし)

標準法 高度処理法

336,000

処理水質
容量計算

(硝化進行)
容量計算

(硝化なし)

容量計算
(硝化進行)

容量計算
(硝化進行)

標準法 循環法 A2O法 多段法

汚泥掻き寄せ機 〇 〇 〇 〇

スカムスキマ 〇 〇 〇 〇

生汚泥ポンプ 〇 〇 〇 〇

ステップ可動堰 〇

水中攪拌機 〇 〇 〇

散気装置 〇 〇 〇 〇

循環ポンプ 〇 〇

汚泥掻き寄せ機 〇 〇 〇 〇

スカムスキマ 〇 〇 〇 〇

返送汚泥ポンプ 〇 〇 〇 〇

余剰汚泥ポンプ 〇 〇 〇 〇

送風機 送風機 〇 〇 〇 〇

脱臭 脱臭ファン 〇 〇 〇 〇

機器

最初
沈殿池

反応
タンク

最終
沈殿池

表 1 容量計算条件の設定 

表 3 概略設計における水処理法での対象設備 

標準法 循環法 A2O 多段法

C-BOD 96 2.9 2.5 2.5 2.8

SS 72 8 8 8 8

T-N 29 22.4 9.3 9.3 8.9

Kj-N 29 1.6 1.6 1.6 1.6

NOx-N 0 20.8 7.7 7.7 7.3

T-P 2.4 2.4 2.4 1.6 2.4

C-BOD 120 3.6 3.2 3.2 3.5

SS 90 10 10 10 10

T-N 36 28.0 11.8 11.8 11.1

Kj-N 36 28.0 2.0 2.0 2.0

NOx-N 0 0.0 9.8 9.8 9.1

T-P 3 3.0 3.0 2.0 3.0

夏
期

冬
期

項目
流入
水質

[mg/l]

処理水質[mg/l]

表 2 反応タンク計画流入水質と処理水質 
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２．２ 概略設計結果 

(1) 容量計算結果 

 容量計算結果（タンク容量、AOR）を示す(図１、図２) 。反応タンク容量は A2O 法＞循環法＞多段法

＞標準法となった。多段法の容量が循環法、A2O 法に比較して小さい理由は、多段法では前段の活性汚

泥濃度が比較的高く保てることから、硝化促進に必要な好気タンク容量が小さくなったためである。AOR

は、高度処理の中で多段法が一番小さくなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) エネルギー原単位算定結果 

電力量及びエネルギー原単位の算定結果を示す（表 4）。水処理技術毎にエネルギー原単位を比較す

ると、高度処理技術の中では A2O 法が高く、多段法が最も低くなった。A2O 法はリン除去のための攪拌

機動力を必要とするためと考えられる。また、多段法は循環水ポンプに係る動力が不要となるためと考

えられる。なお、本検討ではそれぞれ代表的な条件で設計したが、A2O 法、循環法の循環比変更、多段

法の段数増加や内部循環により窒素除去を高度化する場合、エネルギー原単位への影響を考慮する必要

がある。 

流入水量毎にエネルギー原単位を比較すると、1 万 m3/日が一番高く、5 万 m3/日と 10 万 m3/日のエネ

ルギー原単位は殆ど変わらなかった。流入水量が少ない処理場ではエネルギー原単位が高いが、一定規

模以上になるとエネルギー原単位は殆ど変わらないことが示唆された。 

電力量の内訳として、標準法では攪拌機、循環ポンプが不要であるため 70％近くを「送風機」が占

めた。A2O 法・循環法は攪拌機に加えて循環ポンプが必要となるため、「反応タンク」の割合が大きく

なり、「送風機」及び「反応タンク」で 80％以上を占めた。 

1万

m3/日

5万

m3/日

10万

m3/日

1万

m3/日

5万

m3/日

10万

m3/日

1万

m3/日

5万

m3/日

10万

m3/日

1万

m3/日

5万

m3/日

10万

m3/日

1,999 7,365 13,460 4,102 15,692 31,022 3,958 15,059 30,177 3,143 12,066 22,040

0.222 0.164 0.150 0.456 0.349 0.345 0.440 0.335 0.335 0.349 0.268 0.245

4.42 3.27 2.98 4.21 3.22 3.18 4.06 3.09 3.09 3.16 2.43 2.22

　最初沈殿池 4% 4% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 3% 2% 2%

　反応タンク 0% 0% 0% 31% 38% 44% 29% 35% 43% 23% 26% 26%

　最終沈殿池 22% 26% 25% 11% 12% 10% 11% 12% 11% 14% 15% 15%

　送風機 67% 65% 67% 53% 46% 42% 55% 48% 43% 57% 53% 54%

　脱臭 7% 6% 5% 3% 3% 2% 3% 3% 2% 4% 4% 3%

循環法標準法 A2O法 多段法

電力量(kWh/日）

処理流量あたり

電力量(kWh/m3）

施
設
比
率

エネルギー原単位
(原油KL/t-N)

表 4 電力量及びエネルギー原単位 

図 1 容量計算結果 図 2 AOR 計算結果 
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２．３ 実処理場と概略設計結果の比較 

 エネルギー原単位について、下水道統計 １）を参考に整理した実処理場実績値と概略設計値の比較例

を示す（図 3～5）。窒素除去負荷量が低い範囲では概略設計値のエネルギー原単位の方が低くなった。

一方で窒素除去負荷量が高い範囲では、実処理場実績値と殆ど変わらなかった。概略設計は負荷変動の

ない理想的な条件で実施されたのに対し、実処理場は負荷変動に対応した送風量制御が求められるため、

負荷変動が激しい小規模処理場のエネルギー原単位が高くなったものと推察される。また、いくつかの

実処理場で、理想的な条件で実施した概略設計値より低いエネルギー原単位となった理由として、高効

率攪拌機、高効率ターボブロワ、微細気泡散気装置などの省エネ機器の採用が一因と想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．４ 概略設計結果を踏まえた設備毎のエネルギー原単位式の設定 

 個別の設備について、エネルギー使用量を比較し、スケールによりエネルギー使用量削減効果がある

かどうかを検証した。掻き寄せ機、スカムスキマ、汚泥返送ポンプ、脱臭ファンは、一定のスケールメ

リットが見られたが、本試算条件では送風機に比べて当該設備のエネルギー使用量自体が少ないため、

全体のスケールメリットへの寄与は軽微であった。また、初沈汚泥ポンプ、余剰汚泥ポンプ、攪拌機な

どは流入水量が増えても、稼働時間や台数が増えるだけであるため、スケールメリットがないことが想

定された。それに対し、送風機は吸込風量の増加とともに全断熱効率が大きくなり、吸込風量当たりの

電動機出力が小さくなる。ただし、吸込風量が大きくなると全断熱効率の増加率も減少する。従って、

図 5 実処理場と概略設計値の比較（多段法） 

図 4 実処理場と概略設計値の比較（A2O） 図 3 実処理場と概略設計値の比較（循環法） 
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一定の吸込風量以上になると大きなスケールメリットが出ないものと考えられる。 

 以上の考察を踏まえ、処理方法毎にエネルギー原単位を表 5 に整理した。攪拌機、循環ポンプ、返送

汚泥ポンプ、その他をスケールメリットがない設備とし、本概略設計の各流量の平均値より処理法毎に

設定した。また、送風機については、概略設計で試算した電力使用量からエネルギー原単位の近似式を

算出した。除去窒素負荷 0.25～2.5t-N/日の範囲で概略設計を行ったが、1.25 t-N/日と 2.5t-N/日で殆

どエネルギー原単位が変わらなかったため、これよりも大きい処理場ではあまりスケールメリットは期

待できず、2.5t-N/日以上では一定のエネルギー原単位になることが予想される。 

 

表 5 各処理方式における設備毎のエネルギー原単位整理 

処理方式 項目 原単位[kL/tN]※ 

標準法 

 

除去 BOD 

あたり原

単位 

処理 

プロセス 

送風機 1.98X-0.177 

攪拌機 － 

循環ポンプ － 

返送汚泥ポンプ 0.709 

その他 0.496 

循環法 

 

除去 T-N 

あたり原

単位 

処理 

プロセス 

送風機 1.59X-0.227 

攪拌機 0.487 

循環ポンプ 0.705 

返送汚泥ポンプ 0.328 

その他 0.220 

A2O 法 

 

除去 T-N 

あたり原

単位 

処理 

プロセス 

送風機 1.59X-0.227 

攪拌機 0.608 

循環ポンプ 0.705 

返送汚泥ポンプ 0.328 

その他 0.220 

多段法 

 

除去 T-N 

あたり原

単位 

処理 

プロセス 

送風機 1.38X-0.177 

攪拌機 0.641 

循環ポンプ － 

返送汚泥ポンプ 0.322 

その他 0.216 

※ X は除去 T-N (t-N/日） 
   

 

３． 省エネ方策の導入時のエネルギー原単位 

 省エネ機器導入時のエネルギー原単位を整理するため、省エネ方策を抽出し、その省エネ効果を概略

設計の電力使用量に反映した。 

３．１ 省エネ方策の抽出  

対象設備のエネルギー使用量、省エネ方策導入による省エネ効果を踏まえ、処理場全体のエネルギー

使用量削減に寄与するどうか整理し、省エネ方策を抽出した。 

「ポンプの間欠運転」、「ポンプのインバータ化」、「送風量の制御技術」は、汚濁負荷変動に応じたエ

ネルギー使用量を削減するためのものである。本検討では、汚濁負荷量が変化しない条件でエネルギー

原単位を試算しており、汚濁負荷変動に応じたエネルギー使用量の削減については、定格運転時の動力

検討結果を取りまとめた後の課題と考える。 

｢省エネ掻き寄せ機の導入｣、｢高効率攪拌機の導入｣、｢超微細気泡散気装置の導入｣、｢高効率ターボ

ブロワの導入｣は個別設備の定格電力削減に寄与するものである。これらのうち、｢省エネ掻き寄せ機の
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導入｣は、水処理に係るエネルギーのうち掻き寄せ機の占める割合が 2.0～7.6%と低く、エネルギー使用

量削減への寄与が低いため対象外とした。 

｢超微細気泡散気装置の導入｣、｢高効率ターボブロワの導入｣は送風システムのエネルギー使用量削減

に資す技術であり、水処理に係るエネルギーのうち送風システムの占める割合は 43～67%と大きく、エ

ネルギー使用量削減への寄与が高いと考え、省エネ方策として抽出した。 

｢高効率攪拌機の導入｣は嫌気槽、無酸素槽の攪拌機のエネルギー使用量削減に資す技術であり、高度

処理法の水処理に係るエネルギーのうち攪拌機の占める割合は 10.7～26.8%と比較的大きいことから、

エネルギー使用量削減への寄与が高いと考え、省エネ方策として抽出した。 

 

表 6 省エネ方策の検討結果 

施

設 
対象設備 

ｴ ﾈ ﾙ

ｷ ﾞ -

量 

対策内容 省エネ効果 
省ｴﾈ

効果 
参考文献 

最

初

沈

殿

池 

汚泥 

掻き寄せ機 
小 

掻き寄せ機の自動間欠運転 
停止時間×出力分だけ電力使用量

を削減 
－ 2) 

省エネ型掻き寄せ機の導入 
掻き寄せ機の電力使用量を 50％削

減 
△ 3) 

汚泥引抜ポ

ンプ 
－ 

汚泥引抜きポンプの運転回数

の削減 

停止時間×出力分だけ電力使用量

を削減 
－ 2) 

反

応

タ

ン

ク 

攪拌機 

 
大 

高効率攪拌機の導入 攪拌機電力使用量を 66%削減 ○ 2) 

間欠撹拌の実施 
15 分攪拌/45 分停止の方法で運転し

た場合、電力使用量 1.6～3.2%削減 
－ 4) 

撹拌速度の遅い攪拌機導入 年間約 160 万円の電気料金を削減 － 5) 

送風機 

大 

高効率ターボブロワの導入 
多段ターボブロワやルーツブロワ

に比べて電力使用量が 22%削減 
○ 6) 

散気装置 超微細気泡散気装置の導入 ブロワ電力使用量を 38～56%削減 ○ 7)8)9) 

送風量制御 

DO 制御、アンモニア制御の導

入 負荷変動把握方法、送風量削減時の

制御機工により省エネ効果が異な

る。 

－ - 

系列毎の送風機システム導入 － 10) 

送風量制御装置の導入 － - 

最

終

沈

殿

池 

余剰汚泥ポ

ンプ 

小 

 

汚泥引抜きポンプの運転回数

の削減 

停止時間×出力分だけ電力使用量

を削減 
－ 2) 

掻き寄せ機 

 
小 

掻き寄せ機の自動間欠運転 
停止時間×出力分だけ電力使用量

を削減 
－ 2) 

省エネ型掻き寄せ機の導入 
掻き寄せ機の電力使用量を 50％削

減 
△ 3) 

汚泥返送ポ

ンプ 
中 インバータ化 ポンプの電力使用量を 10％削減 － 11) 

 

 

３．２ 省エネ方策を踏まえたエネルギー原単位の設定 

 抽出した省エネ方策の対象機器について、水処理に係るエネルギー使用量に占める割合に、表 6 で整

理した省エネ効果を乗じ、消費エネルギー削減率を整理した（表７）。高効率攪拌機導入により水処理

全体の電力使用量の 10～16%、送風システムについて微細気泡散気装置の導入により 23～33%、高効率

ターボブロワを導入することで 11～20%の削減が見込まれた。 
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表 7 省エネ方策導入による電力使用量削減率 

 

４．モデル流域におけるエネルギー使用量削減に関するモデルケース検討 

 実際の F 流域をモデル流域として、許容放流負荷量を担保できる下水処理場毎の処理法の組合せの中

で、エネルギー使用量を最適化する方策について検討した。モデル流域内の処理場（表 8）は、大規模

施設：2、中規模施設：1、小規模施設：2 という構成である。水処理エネルギーを最適化するための具

体的な方策として、前項の調査結果を踏まえ、「窒素除去の集約化」、「省エネ方策の導入」の 2 種類を

設定した。流総計画で定められた計画放流水質と処理水量から窒素の許容放流負荷量を 2,488 ㎏/日と

設定した。この許容放流負荷量を担保できる下水処理場毎の処理法の組合せの中で、エネルギー使用量

を最適化する方策について検討した。 

表 8 モデル流域内の処理場概要 

項  目 単位 
F 流域 

A 処理場 B 処理場 C 処理場 D 処理場 E 処理場 

日平均処理水量 m3/日 158,251 106,201 67,194 7,756 2,047 

処理方式 － A2O 法 A2O 法 循環法 循環法 循環法 

計画流入水質 mg/L 27.3 25.9 27.7 22.7 31.8 

計画放流水質 mg/L 7 7 7 17 17 

放流負荷量 kg-N/日 
1,108 743 470 132 35 

2,488 

 

 

４．１ モデルケース検討の条件設定 

４．１．１ 処理場の水処理方式変更による窒素除去の集約化 

(1) 処理法毎の T-N 除去率の設定 

処理方式により T-N の除去率が異なることから水処理方式を変更（窒素処理の集約化）した場合の放

流水質を推計する。本ケーススタディでは各処理方式とも平均的な運用を行った場合を想定する必要が

あるため、各処理方式を採用している実際の処理場の T－N 除去率を下水道統計 1）に基づき集計し、そ

の平均値を採用した（表 9）。 

循環法、A2O 法の除去率は概ね同程度であるが、多段法は 84％と、循環法、A2O 法の 76～78％に比べ

て除去率が 6～8 ポイント高くなった。また、概略設計における T-N 除去率は循環法、A2O 法で 72％、

多段法で 74%であり、概略設計値よりも高くなった。この理由として、A2O 法、循環法、多段法など生

物学的窒素処理では、窒素除去率は循環比、ステップ段数等よって異なることが想定され、特に多段法

についてはそのステップ流入段数、内部循環などより実処理場の T-N 除去率が高くなったためと考えら

高効率攪拌機の導入 攪拌機 － 15% 18% 25% 66% - 10% 12% 16%

超微細気泡散気装置の導入 送風機 66% 48% 47% 54% 50% 33% 24% 23% 27%

高効率ターボブロワの導入 送風機 66% 48% 47% 54% 22% 15% 11% 20% 12%

※消費電力の割合は概略設計の3つの水量条件の平均値を採用した。

方策

(B)

省エネ

効果

(A×B)

消費電力削減比率

標

準

法

循

環

法

A

2

O

法

多

段

法

対象

機器

（A)水処理機器毎の消費

エネルギーの割合※

標

準

法

循

環

法

A

2

O

法

多

段

法
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れる。また、最初沈殿池における T-N 除去率や余剰汚泥中の窒素濃度による影響も考えられる。実流域

での検討に当たっては、最初沈殿池における T-N 除去率、余剰汚泥中の窒素含有率など、流域処理場の

特性を踏まえた検討が必要になる。 

表 9 処理方式毎の T-N 除去率 

 

(2) エネルギー使用量原単位の設定 

 本検討では表 5 で整理したエネルギー原単位を用いた。 

 

４．１．２ 省エネ方策の導入 

(1) 対象省エネ方策の設定 

 前項での検討結果を踏まえ、｢高効率攪拌機｣、｢高効率ターボブロワ｣、｢微細気泡散気装置｣について、

本ケーススタディの導入対象とした。 

 高効率攪拌機は一般的なプロペラ式水中攪拌機の高効率機への変更を想定しており、攪拌機に係るエ

ネルギー使用量の 66%削減を見込む。また、高効率ターボブロワについては、一般的な鋼板製多段ター

ボブロワの高効率機器への変更を想定しており、送風機に係るエネルギー使用量の 22％の削減を見込む。

超微細気泡散気装置については、散気板から超微細気泡散気装置への変更を想定しており、圧力損失を

考慮した散気装置水深の変更を考慮し酸素移動効率が 25%とし、酸素移動効率の上昇による送風量削減

を試算した。送風量削減に比例して、エネルギー使用量が削減できるものと仮定した。 

(2) 省エネ方策の導入時の留意事項 

 省エネ方策導入時の留意事項を表 10 に示す。｢高効率攪拌機｣の導入に際して、反応タンクの縦横比

等を考慮した適切な場所に設置するためには、スラブ開口部の変更、タンク内構造物（梁･柱）の変更

が必要かどうか検討する必要がある。また、電気設備の新設ないし機能増強が必要となる。モデル処理

場で調査したところ、A 処理場ではスラブ開口部の変更、タンク内構造物（梁･柱）が、B 処理場ではス

ラブ開口部の変更が必要であった。｢高効率ターボブロワ｣の導入に際しては、異形式ブロワと同一送風

管とした場合の風量制御方法について検討が必要となる。｢超微細気泡散気装置｣の導入に際しては、全

ての散気装置を一括交換するのではなく、段階的に導入を進めていくことが現実的であると考えられる。

その場合、異形式の散気装置に接続している既存の送風管を共用するか、専用の送風管を新設するかの

検討が必要である。  

表 10 課題事項に対するコストの評価 

省エネ設備 課題事項 必要な対応 対応に要するコスト 
高効率攪拌機 反応タンク躯体の変更 

（スラブ開口部、梁等） 
導入対象系列のみの 
土木工事 （中～大）＊1 

電気設備の新設ないし増強 電気工事 中 ＊2 
高効率 
ターボブロワ 

風量制御方法の検討 設計時に対応 小 
送風機室内換気バランスの検討 設計時に対応 小 

超微細気泡 
散気装置 

専用送風管の新設 広範囲な土木・配管・建

築工事 大 

制御盤の配置の検討 設計時に対応 小 

平均 最高 最低

標準法 57.9 97.8 6.3 417
循環法 76.3 89.3 56.1 10
A2O法 77.8 84.7 59.4 12
多段法 84.0 89.2 77.9 7

処理方式
T-N除去率

データ数
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＊1：水処理方式の変更に伴う反応タンク内の隔壁改造を前提とする場合、高効率撹拌機の導入を設計時に考慮す

ることで本コストの追加発生はなくなる。 
＊2：電気棟の新設が必要になる場合は「大」評価となる 

 

４．２ エネルギー使用量削減効果の試算結果 

４．２．１ 処理場の水処理方式変更による窒素除去の集約化 

(1) 検討ケースの設定と放流窒素負荷量の試算 

 各処理場の水処理方式変更によるエネルギー削減方針として、日平均処理水量が 10 万 m3/日以上の大

規模処理場である A 処理場、B 処理場に窒素処理を集約化する。また、流域からの許容放流負荷量を満

足するため、窒素処理を集約化する際は窒素除去率の高い多段法を導入することとした。設定した検討

ケースを表 11 に示す。これらのケースについて、放流窒素負荷量を試算したところ、A 処理場のみ高度

処理を行う Case-1 については計画放流負荷量を満たすことができなかった。 

 

表 11 水処理方式変更の検討ケース設定 

Case 
処理場 

概要 
A 処理場 B 処理場 左記以外 

Case-0 A2O 法 A2O 法 循環法 流総計画の水処理ケース 
Case-1 多段法 標準法 標準法 A のみに窒素処理集約 
Case-2 多段法 A2O 法 標準法 A、B に窒素処理集約、A のみ多段法 
Case-3 多段法 多段法 標準法 A、B に窒素処理集約、共に多段法 

 

 

図 6 T-N 放流負荷量と許容 T－N 放流負荷量の比較 

 

(2) エネルギー使用量削減効果 

 水処理に係るエネルギー使用量を算定した結果を表 12 に示す。Case-2 の水処理エネルギー使用量は

7,074ｋL/年であり、流総計画に基づく水処理方式（Case-0）の 8,326kL/年に比べて 15.0％の削減とな

った。一方、Case-3 の水処理エネルギー使用量は 6,570kL/年と更に少なく、Case-0 に比べて年間約

1,756kL のエネルギー削減（削減率：21.1％）が可能になると見込まれた。以上、図 6 と表 12 の結果

を総合的に評価すると、Case-3 は、比較的小さいエネルギー使用量で、高度に窒素を除去できると考

えられた。 
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表 12 エネルギー使用量算定結果      単位（KL/年） 

 

 

 

 

 

４．２．２ 省エネ方策の導入 

(1) 省エネ方策の導入シナリオの設定 

省エネ方策導入の留意点を踏まえ、省エネルギー設備導入に当たっての必要工事レベルに応じて以下

の 4 ケースの設備導入シナリオを想定する。 

①Scenario-1 

 導入が比較的容易な高効率ターボブロワを全処理場に導入する。 

②Scenario-2 

Scenario-1 に加えて、Case-3 への水処理方式変更時に反応タンクの改造が必要な A、B 処理場に

高効率攪拌機を導入する。なお、A、B 処理場以外は標準法であるため攪拌機は不要である。 

③Scenario-3 

 Scenario-2 に加えて、処理規模の大きい A、B 処理場に超微細気泡散気装置を導入する。 

④Scenario-4 

 Scenario-3 に加えて、A、B 処理場以外の処理場にも超微細気泡散気装置を導入する。 

 

表 13 省エネ方策の導入シナリオの設定 

 

(2) エネルギー使用量削減効果 

 省エネルギー設備導入によるエネルギー削減の試算結果を図 7 に示す。窒素除去の集約に加え、導入

が比較的容易な Scenario-2 までの省エネ方策を導入することで、流総計画に対して 41.3％の水処理エ

ネルギーの削減は可能であると試算された。また、超微細気泡散気装置まで追加導入することで、水処

理エネルギー削減率は更に 10～13 ポイント上昇することが見込まれた。 

A処理場 B処理場 C処理場 D処理場 E処理場

高効率攪拌機 － － 不要 不要 不要

高効率ターボブロワ ○ ○ ○ ○ ○

超微細気泡散気装置 － － － － －

高効率攪拌機 ○ ○ 不要 不要 不要

高効率ターボブロワ ○ ○ ○ ○ ○

超微細気泡散気装置 － － － － －

高効率攪拌機 ○ ○ 不要 不要 不要

高効率ターボブロワ ○ ○ ○ ○ ○

超微細気泡散気装置 ○ ○ － － －

高効率攪拌機 ○ ○ 不要 不要 不要

高効率ターボブロワ ○ ○ ○ ○ ○

超微細気泡散気装置 ○ ○ ○ ○ ○

3

4

X流域
省エネ設備Scenario

1

2

A処理場 B処理場 C処理場 D処理場 E処理場 合計

Case-0 3,867 2,499 1,663 208 89 8,326

Case-1 3,112 1,760 1,243 155 65 6,336

Case-2 3,112 2,499 1,243 155 65 7,074

Case-3 3,112 1,995 1,243 155 65 6,570
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図 7 各省エネケースの水処理エネルギーの比較 

５．まとめ 

 流域内の処理場において水処理に係るエネルギー使用量の最適化を図るため、処理水量や処理法毎に

概略設計を行い、水処理のエネルギー原単位を整理した。また、水処理における省エネ方策を既存文献

等により抽出し、実処理場に適用する際の効果･留意点を整理した。これらを踏まえ、モデル流域にお

いて、窒素除去の集約化を図る場合、省エネ方策導入時のエネルギー使用量削減効果を試算した。本検

討の結果、以下の事項が明らかになった。 

 

(1) 水処理に係るエネルギー原単位 

水処理方式毎にエネルギー原単位を算出するため、水処理設備の概略設計を行い、個別設備の電力量

を積み上げた。設計水量は 1 万 m3/日、5 万 m3/日、10 万 m3/日の 3 条件、概略設計の対象水処理方式は

標準法、高度処理法として循環法、A2O 法、多段法（2 段ステップ）の 4 処理方式とした。その結果、 

水処理方式では、エネルギー原単位は A2O 法が高く、多段法が最も低くなった。1 万 m3/日と 5 万 m3/日

のエネルギー原単位では 1 万 m3/日が高くなったのに対し、5 万 m3/日と 10 万 m3/日のエネルギー原単位

は殆ど変わらなかったことから、低流入水量の処理場ではエネルギー原単位が高いこと、一定規模以上

になるとエネルギー原単位は変わらないことが示唆された。 

 

(2) 省エネ方策の導入 

 水処理における省エネ方策において、エネルギー使用量の削減効果の大きいものとして、｢高効率攪

拌機｣、｢高効率ターボブロワ｣、｢微細気泡散気装置｣の 3 方策が抽出された。従来の設備に比べ、高効

率攪拌機導入により水処理全体の電力使用量の 10～16%、送風システムについて微細気泡散気装置の導

入により 23～33%、高効率ターボブロワを導入することで 11～20%の削減が見込まれた。 

 

(3) モデル流域におけるエネルギー使用量削減に関するケーススタディ 

各処理場の水処理方式変更による集約的な窒素除去を実施した場合のエネルギー使用量削減効果を
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試算したところ、流入水量が多い A 処理場、B 処理場の処理法を多段法に、それ以外の処理場を標準法

とするケースで、流総計画に基づく水処理方式に比べて約 21%のエネルギー使用量削減が見込まれた。

また、集約的窒素除去に加えて省エネ方策導入によるエネルギー資料量削減効果を試算したところ、比

較的導入が容易なシナリオで 41.3%（集約的窒素除去も含む）のエネルギー使用量削減が見込まれた。 

 

６．今後の課題 

 本検討では、循環法、A2O 法について循環比を一定、多段法においては 2 段で内部循環をしない条件

で設計した。実際の検討ケースでは窒素処理を集約する場合、より高度な窒素除去が求められる可能性

があり、循環法、A2O 法について循環比の変更、多段法についてステップ段数変更や内部循環すること

でエネルギー原単位にどのような影響を与えるか把握する必要がある。 

また、本検討では多段法のエネルギー原単位が一番低く、反応槽容量も小さくなったが、ステップ水

路の設置にかかる容量は考慮していない点に留意が必要である。実際の導入検討においては各処理法の

必要面積、トータルコスト、施設配置上の制約等を踏まえ、総合的に判断する必要がある。 

更に、本検討では汚濁負荷の時間変動がないものと仮定し、処理方法、規模、設備の定格電力からエ

ネルギー使用量を試算した。しかし、実際の処理場では汚濁負荷が変動するため、対象処理場の負荷変

動の把握、それに応じた送風量制御によるエネルギー原単位低減が重要となる。センサによる汚濁負荷

把握･制御による送風量削減効果、送風機制御機構による送風量削減が電力低減程度を把握など、処理

場の実態を踏まえた省エネ方策の評価が課題となる。 
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